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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────

◎議長挨拶

○議長（渡 政 君） おはようございます。

平成２５年第１回定例会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

議員各位には年度末を控え、公私ともに何かと御多忙のところ御出席をいただき厚く御

礼申し上げます。

さて、国においては緊急経済対策を柱とする１３兆１,０００億円を超える２０１２年

度補正予算が成立し、経済対策だけで１０兆２,８００億円の歳出予算となっています。

さらに、切れ目のない財政出動で景気浮揚を目指す２０１３年度一般会計総額９２兆６,

０００億円の予算が提出されています。できるだけ早期に震災からの復興を成し遂げ、一

刻も早くデフレスパイラルから脱却する経済対策として期待したいところであります。

また、地方分権や地域主権改革の推進、少子高齢化の進展や国際的な関税撤廃の動きな

どにより、地方を取り巻く情勢が大きく変化している中、新年度においても大変、難しい

行財政運営となることが予想されているところであります。

このような中、私どもは議会の権能を十分に発揮するとともに、地方自治体を取り巻く

環境の変化に対応できるよう研さんを重ね、職務に邁進しなければなりません。本定例会

は、この状況の中で平成２５年度当初予算、条例の制定や改廃など町民生活に重大な関連

がある案件について、慎重に審議しなければならない重要な議会になります。

したがって、会期も長い日程を予定しておりますが、議員各位の真摯な審議により適正

かつ妥当な議決に至りますよう念願するものでございます。

早春とは申しながら、まだ寒さも残っております。各位には十分、御自愛の上、諸般の

議事運営に御協力を賜りますようお願いを申し上げ、開会の御挨拶といたします。

ありがとうございました。

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（渡 政 君） 会議に入ります前に申し上げます。

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げておき

ます。

ただいまから、平成２５年第１回別海町議会定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は、１６名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。

なお、欠席議員は、１７番安田議員でございます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（渡 政 君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において指名をいたしま

す。

４番今西議員、５番西原議員、６番沓澤議員、以上３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議会運営委員会報告
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○議長（渡 政 君） 日程第２ 議会運営委員長から、委員会の協議概要について報告

がございます。

なお、本件は報告のみであります。

議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（戸田博義君） ２月２５日及び３月４日に開催いたしました議

会運営委員会で、本定例会に係る運営について協議をしましたので、その内容について御

報告申し上げます。

本定例会に町長から提出されております案件は、全部で４４件であります。提出されま

した議案は、平成２５年度各会計予算８件、平成２４年度各会計補正予算８件、条例の制

定７件、条例の廃止２件、条例の一部改正１６件、辺地の総合整備計画の変更１件、町道

の路線認定１件、専決処分の報告が１件であります。

これら提出案件のうち、議案第２号から議案第９号までの平成２５年度各会計予算８件

及び議案第１８号から議案第２４号までの条例の制定７件を除く２９件については、委員

会の付託を省略し、本会議において質疑、討論、採決すべきものといたしました。

委員会に付託する平成２５年度各会計予算については、全議員で構成する平成２５年度

別海町各会計予算審査特別委員会を設置して審査すべきものと決定いたしました。

委員長には松 議員、副委員長には沓澤議員を候補者として選任いたしました。

なお、正副委員長の選任は、議長指名により行いますので御了承願います。

次に、会期及び議事日程であります。

本定例会の会期は、３月７日から３月１５日までの９日間とし、１日目は、最初に町長

及び教育長の行政執行方針の説明を行います。その後、町長提出議案のうち先議の申し出

がありました議案第１０号から議案第１７号までの平成２４年度各会計補正予算８件及び

議案第４３号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についての内容説明、質疑を行

い、討論、採決を行います。

さらに、選挙管理委員及び補充員の選挙及び専決処分の報告を行うことといたしまし

た。

２日目は、町長提出議案の残り３４件について、内容説明と質疑を行うことにいたしま

した。

５日目、１１日は一般質問を行います。

なお、３月９日、１０日は休日休会で、１２日から１４日までの３日間は、議案調査及

び審査のため休会とし、１２日は各常任委員会、１３日と１４日の２日間は予算審査特別

委員会を開催いたします。

また、最終日の１５日には、特別委員会に付託した議案の採決、町長提出議案の討論、

採決を行い、その後、議員及び委員会提出案件等の内容説明、質疑、討論、採決を行うこ

とといたしました。

次に、一般質問であります。

通告を受理しております一般質問は、中村議員、西原議員、木嶋議員、瀧川議員、森本

議員の５名であります。質問の順番は、会議規則等運用規程に基づき、通告順に行うこと

といたしました。

次に、請願、陳情等についてであります。

受理いたしました要請、陳情等は、お手元に配付したとおりであります。提出された要

請書等の写しは議員控え室で閲覧できますので、賛同される議員は議員発議により提出願
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います。

次に、議員、委員会提出案件であります。

現在、予定されている議員提出案件は４件であります。別海町議会委員会条例の一部を

改正する条例及び別海町議会会議規則の一部を改正する規則の２件については、戸田博義

議員から提出されます。

また、委員会提出案件は、２件が予定されております。平成２５年度地方財政対策に関

する意見書を佐藤総務文教常任委員長から、安心できる介護制度の実現を求める意見書を

松 福祉医療常任委員長から、いずれも最終日に提案されることになっております。

なお、会期及び議事日程の中でも申し上げましたが、本定例会におきましても各常任委

員会開催のため休会日を１日設けております。各常任委員会での議案調査や所管事務調査

に当たって、討議の時間を確保するようにしたもので、委員会の運営等につきましては委

員長を初め議員各位の御理解と御協力をお願いいたします。

また、反問についてでございますが、反問制度は、議員の質問に対して論点・争点を明

確にするものであり、質問、回答事項を吟味することにより、質の高い議論の展開が期待

されているものであります。

町長を初め執行機関及び議員各位には、その趣旨を十分御理解いただきますようお願い

いたします。

以上、議会運営委員会で協議いたしました内容についての報告を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 会期決定の件

○議長（渡 政 君） 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から３月１５日までの９日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１５日までの９日間に決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 諸般の報告

○議長（渡 政 君） 日程第４ 諸般の報告を行います。

諸般の報告は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第５ 平成２５年度行政執行方針及び提出案件の概要説明

○議長（渡 政 君） 日程第５ 町長から平成２５年度行政執行方針及び提出案件の概

要について説明があります。

町長。

○町長（水沼 猛君） おはようございます。

本日、平成２５年第１回町議会定例会を招集をさせていただきました。年度末というこ

ともありまして、議員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜りまことに

ありがとうございます。

本定例会は、本日から３月１５日までの会期ということでございますが、平成２５年度

各会計予算の審議を含め、４３の議案を提出をさせていただいております。
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特に、昨年末の衆議院選挙における政権交代の流れから、国では平成２５年度予算と平

成２４年度補正予算をつないだ１５カ月予算の編成を進めております。

本町でも同様に平成２５年度実施予定事業の前倒し補正などを行い、地域の経済対策に

結びつく予算執行が可能となるよう予算編成を行ったところでございます。

このほか、いずれの議案も第６次別海町総合計画に定める各種施策の推進、住民福祉の

向上に資するための重要な案件でございますので、慎重に御審議の上、御決定を賜ります

ようお願いを申し上げる次第であります。

さて、行政執行方針を申し述べます前に、２点ほど行政報告をさせていただきます。

一つ目は、暴風雪災害についてでございます。

去る３月１日からの暴風雪では、隣の中標津町において５人の方が亡くなるという、大

変痛ましい事故がありました。亡くなられた方々には衷心よりお悔やみを申し上げます。

町内でも各地域で吹きだまりに車両が立ち往生し救助要請がありましたが、町の除雪車

両の出動や陸上自衛隊別海駐屯地の災害派遣、さらには民間の方も含めた救出活動により

大事に至らず安堵いたしております。

このほか、中西別の消防団詰め所や福祉館を避難者へ開放いたしましたが、今回の暴風

雪災害を一つの教訓として、さらなる防災体制の整備が必要であると再認識をいたしたと

ころでございます。

なお、町内における被害状況を現在、取りまとめ中でございますが、これまでのところ

大きな被害報告はございません。

二つ目は、ＴＰＰにかかわる情勢についてでございます。

安倍首相は２月２３日に開かれた日米首脳会談において、自民党は聖域なき関税撤廃を

前提とする限り、ＴＰＰ交渉参加に反対するという公約を掲げ、そのほかにも五つの判断

基準を示し、政権に復帰したことをオバマ大統領に説明しました。

会談後の記者会見で首相は、ＴＰＰ交渉に参加について、オバマ大統領との会談で聖域

なき関税撤廃は交渉参加の前提ではないことが明確になったと述べております。

その後、首相は２５日の自民党役員会で日米首脳会談で合意したＴＰＰに関する共同声

明を踏まえ交渉に参加するか、しないか、その判断は私に任せてほしいと要請をし、一任

されたとの報道であります。

北海道では２６日、安倍首相がＴＰＰ交渉参加の意向を示したことを受けて、ＴＰＰ協

定対策本部会議が開かれ、道民合意がないままのＴＰＰ参加を決して行わないよう求める

ことを確認しました。

その上で、高橋知事と喜多道議会議長及び道内関係団体が２７日、自民党政務調査会や

農水省に対し拙速な交渉参加の判断をしないよう、緊急要請を行っております。

また、国の動きでありますが、自民党の外交・経済連携調査会が２７日に党本部で会合

を開き、政府がＴＰＰ交渉参加の是非を判断するに当たり、党内の議論をしっかり受けと

めるべきだと指摘、その上で、守り抜くべき国益を認知し、仮に交渉参加の判断を行う場

合は、それらの国益をどう守っていくのか明確な方針を示すべきだと求め、守るべき国益

については１として米、麦、乳製品、砂糖などの農林水産品目、２として国民皆保険制度

の維持などを上げたとの報道であります。

首相は２月２８日午前の衆議院予算委員会でＴＰＰに参加した場合、国内経済に与える

影響について官房長官のもとで政府として統一的な試算をするように作業を進めている、

準備ができ次第、公表したいと述べ交渉への参加表明に先立って試算を公表し、国民に理
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解を求めていくとしております。

次に、農業団体の動きでございますが、ＪＡ組合長ら１００人ほどが参加をし、ＪＡ北

海道中央会が道内選出の与党国会議員に対する要請集会を昨日６日に開催いたしました。

参議院会館で「ＴＰＰ交渉参加阻止にかかわる緊急要請集会」を開催し、ＴＰＰ交渉参加

断固反対にかかわる申し入れを行ったところであります。

また十勝では３月１０日に４,０００人規模の反対集会を農業団体を初め、商業、建

設、医療、労働など幅広い団体が参加して行う予定となっております。

本町といたしましては、２月２８日、管内の首長が集まった折に話し合いを行い、関係

団体と歩調を合わせＴＰＰ参加阻止に向けた行動を行うこととしており、具体的には管内

各町の議会が終了後、根室管内町村会が主体となって中央要請を行うことを予定しており

ます。

報告については以上でございます。

続きまして、平成２５年度行政執行方針を述べさせていただきます。

平成２５年度は、私が町民の皆様から２期目の町政運営を託されて２年を経過する折り

返しの年となります。私が町長に就任してからの６年間、町民の皆様の声に耳を傾け、協

働のまちづくりの理念のもと別海町発展のため将来世代が安心して暮らすことができるあ

すのために、山積する課題解決に誠実に取り組んでまいりました。

この間、議員並びに町民の皆様には多くの御理解と御協力を賜り、心から感謝を申し上

げます。

さて、世界的にはリーマンショックや欧州債務危機などの経済不況が相次ぎ、国内でも

歴史的な長期円高が続いてまいりました。また、これらに加え私たちの記憶に新しい東日

本大震災への対応はいまだ日本経済全体に大きな影響をもたらしています。

町内においても、農漁業にかかわる諸資材の高騰やデフレの影響により個人消費や設備

投資が進まなかったことから、経済や雇用を取り巻く環境はいましばらく厳しい状況が続

くものと認識しているところでございます。

時代の変化に伴い、さまざまな課題に直面することは容易に想像されますが、多くの先

人たちが築き上げてきたふるさとを守り、成長を続けていくためには、その変化を見据え

た対応が必要です。素早い情報の収集に努めるとともに、情報共有、住民参加と協働を具

体的に進めていく協働のまちづくりのための指針の策定や中小企業振興の基本となる指針

の策定などを進め対応を図ってまいります。

また、自立の道への歩みを進めるため、健全な財政運営を図りつつ、さらなる住民福祉

の向上と行政サービスの質的向上がなされるよう、職員とともに全力で取り組んでまいる

所存でございます。

次に、第６次別海町総合計画の推進についてでございます。

別海町総合計画は、実施計画期間を３年間とし、毎年次のローリングを行っています

が、平成２５年度は第５次実施計画に基づいて事業を実施いたします。

第５次実施計画は、平成２１年から１０年間の計画とされている本総合計画において、

基本計画で定める前期５年の節目の実施計画でございます。平成２５年度中には前期５年

間の中間実績評価を行うとともに、その結果を反映しながら後期５年間の計画見直し作業

を行ってまいります。

昨年１０月には町立別海病院の建てかえ工事が完了し、新しい病院での診療を開始いた

しました。整備された診療環境の中、町民の皆様に御利用いただいているところですが、
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平成２５年度は特別養護老人ホームの経営移譲と、その後の施設改築に向けた準備作業が

最終段階に入ります。

昨年、町内各所で開催いたしましたまちづくり懇談会において町民の皆様から貴重な御

意見をいただきましたので、これらの御意見も参考にしながら作業を進めてまいります。

さらに、第６次総合計画では中央公民館や学校、給食センターなど、老朽化した町内基

幹施設の整備なども予定されております。

これまでの施策の評価を通して浮き彫りとなる課題を整理し、選択と集中により、より

よい手法を活用しながら活力あるまちづくりを目指して積極的に取り組んでまいります。

次に、主な施策の執行方針について申し上げます。

初めに、農業の振興についてでございます。

平成２５年度の酪農・畜産政策においては、加工原料乳限度数量が引き下げとなります

が、生産者補給金が値上げとなりました。円安の進行による配合飼料価格や燃料の高騰で

酪農経営が厳しさを増している現状に配慮されたものと安堵いたしております。

環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰＰに関しましては先ほど申し上げたところでござ

いますが、私は町内の基幹産業に壊滅的影響を及ぼすＴＰＰへの参加には断固反対の立場

であり、今後も政府の対応を注視しながら、必要な対応をしてまいります。

昨年３月、まことに残念ながら家畜ふん尿施設の不適切な管理から、さけ・ますふ化施

設に家畜ふん尿が流入したことで、漁業関係者の皆様には多くの御心配と御迷惑をおかけ

いたしました。日本一の酪農郷として私たちは同じ過ちを繰り返してはなりません。未来

の子供たちに誇れる産業として成長する上でも、自然環境との調和を基本に据え、国民の

食料を確保し、供給責任を果たす使命を再認識するとともに、農業者はもとより、一次産

業にかかわる関係者及び関係団体との連携による環境行政を進めてまいります。

また、担い手の確保については最重要課題の一つであり、酪農研修牧場を核としての取

り組みを継続いたします。

これまでの酪農研修牧場は研修を夫婦に限定しておりましたが、平成２５年度からは単

身者の研修を加え、新規就農と法人経営などへのサポート支援も行ってまいります。とり

わけ、多額の資金を要する新規就農者には補助事業等の活用を基本とした総合的な担い手

支援を実施いたします。

加えて、酪農・畜産業に希望と意欲を持って取り組むことができるよう、農業施設、草

地更新などが助成の対象となる生産基盤整備事業等を推進するため、国や道に対し積極的

な要望・要請活動を行ってまいります。

次に、林業の振興についてでございます。

豊かな森林は安全で安心な農作物や水産物に欠かせない水を育む源です。酪農と水産を

基幹産業とする本町では、森林を計画的に整備、保全していくことが不可欠であります。

森林の持つ多面的な機能を維持、増進していくためには町有林の適正な整備を図るととも

に、私有林についても森林整備に対する意識啓発を行いながら、森林所有者が行う除間伐

や造林などの取り組みを積極的に支援します。

また、地域材の地産地消を推進させるため、道と連携し公共施設や民間施設、畜舎など

の農業施設の木造化・木質化の促進を図るため取り組みを進めてまいります。

近年、本町では河川環境に対する町民の意識が高まり、各種団体が自発的に河川周辺の

植樹運動に取り組んでいます。町では、こうした河川周辺の森林を維持していくため、水

辺林としての指定を検討するなど、今後も地域住民へ環境保全に対する意識の高揚を図
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り、各団体の活動の広がりを支援してまいります。

水産業の振興でございますが、本町の漁業は地域経済を支え基幹産業の一翼を担う重要

な産業です。長年にわたり取り組んできた沿岸地域の特性に応じたつくり育てる漁業と良

好な漁場環境の保全・整備を行う資源管理型漁業をさらに推進することが本町漁業の発展

にとって重要でございます。

これからも良質な水産物の安定的な水揚げ確保に向け国、道の施策と連携しながら漁業

環境づくりを進めてまいります。

秋サケ定置網漁は近年不漁が続いておりますが、本町の水産業にとって秋サケの漁獲量

回復は極めて重要な課題であります。このことから、秋サケの資源回復に向けた取り組み

や状況に応じた不漁対策支援を行ってまいります。また、食の安全・安心に対する消費者

からの要望に応え、新鮮な魚介類を安定供給できる産地として水産物のより一層の品質管

理向上対策が求められております。

水揚げされた水産物の付加価値向上や鮮度保持による価格の安定を図る必要があること

から、ＨＡＣＣＰの概念に基づいた衛生管理型漁港の整備や地域ブランドの価値向上に努

め、優れた産物を地元で消費する地産地消の推進や魚食普及など内需拡大に向けた取り組

みを支援してまいります。

観光の振興についてでございます。震災の影響から減少傾向にあった観光客はやや、回

復の傾向にありますが、依然として通過型観光となっているのが現状です。観光振興は地

域経済に大きく影響することから、観光消費額の増加が期待できる滞在型観光を推進する

ため、さらなる食観光の充実と体験観光、資源の基盤強化に取り組みます。

また広域での観光資源活用が有効な教育旅行誘致などの振興策については、近隣市町と

協力して推進してまいります。

商工業の振興についてでございますが、政権交代による経済回復へ期待感はあるもの

の、町内商工業者は依然として厳しい経営環境下にあります。中小企業対策として本年１

月に設置した検討会議の中で、中小企業振興基本条例の規定に基づく指針を策定し、具体

的な施策を展開してまいります。

経営基盤安定のための利子補給事業や保証料補助、新規開業者や経営拡大につながる支

援対策、商店街の活性化対策、地元業者の受注機会確保対策にあわせ、地域貢献中小企業

支援事業などを引き続き実施します。

また、本町においても中心市街地に空き地が目立つ状況になってきていることから、今

後、有効な対策を検討する必要があります。地域経済の持続的発展のため、地域内再投資

力強化対策などの検討を行い、より一層の振興策強化に努めてまいります。

雇用、勤労者対策では、季節労働者の生活安定のため、冬期の就労機会の確保対策とし

て町独自の施策である冬期失業対策除雪作業を引き続き実施いたします。

また、労働者の通年雇用促進については、根室管内４町、通年雇用促進協議会及び関係

団体と連携して取り組んでまいります。

次に、環境エネルギー先進自治体の形成であります。

エゾシカは適正な個体数を大幅に超え、エゾシカが及ぼす環境被害は根室管内はもとよ

り、全道的に深刻な問題となっています。

本町においても、農林業被害の増加や越冬地対策問題を抱えており、これらの被害を軽

減させるためにも継続的に駆除を実施します。

広域的な駆除の実施に向け、国及び道と連携、協力し、さらには最も被害が拡大してい
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る鳥獣保護区における被害を縮小させるための取り組みを進めてまいります。また、環境

保全や地域資源の有効活用を図るため、５年間にわたって計画的に進めてきた太陽光発電

システム補助事業は既に目標値を達成し、平成２５年度は計画最終年次となりますが、地

域のニーズや電力買い取り動向などを見きわめながら、今後の取り組みを検討してまいり

ます。

化石燃料に頼らない再生可能エネルギーは、地球環境に負荷が少ない新エネルギーとし

て太陽光やバイオマス等多岐にわたります。別海町では、日本で有数の家畜ふん尿を活用

したバイオマス発電施設を所有していますが、このような地域の特性を生かした新エネル

ギーについての取り組みを推進します。

国営環境保全型かんがい排水事業については平成２４年度から新たに別海北部地区が採

択され、平成４２年度までの１９年間にわたる事業として実施されることから、町全体が

実施地区となりました。

基幹産業である農業と漁業が共存できる環境づくりを実施するためにも、引き続き事業

の推進、早期完了について関係機関に対し要請を行ってまいります。

次に、ごみ処理等循環型社会を形成するため、廃棄物の３Ｒである発生抑制・再利用・

再生利用を推進し、ごみの減量化と資源の有効活用を図り、循環型社会の形成に努めま

す。また、ごみ処理場及びし尿処理場の延命化に向けた設備補修を計画的に実施し、施設

管理体制に万全を期するなど、町民の皆様の生活環境の向上に努めます。

公園の整備と緑化の推進でございます。公園は、町民の憩いと安らぎの場、健康づくり

や交流の場、子供たちの遊び場として親しまれています。昨年は、遊具の緊急点検により

補修が必要な遊具や使用が危ぶまれて撤去せざるを得ない遊具が多数、確認されたことか

ら、利用者の方々に大変御迷惑をおかけしました。

平成２５年度は、早急にこれらの遊具の交換や補修を行い安心して利用いただける公園

整備を進めてまいります。

次に、健康づくりの推進でございます。全ての町民がいつまでも健康で元気に暮らせる

よう、健康づくりに対する町民の意識を高め、予防への取り組みを推進します。医療費の

大半を占める生活習慣病は、その原因となる生活習慣の改善が必要不可欠です。特定健

診、若者健診及び高校生健診の実施、さらには死亡原因の１位を占めるがんの早期発見、

早期治療に向け、各種がん健診を引き続き実施し、医療費を抑制する効果的な保健指導を

推進します。

また、各種健診のほか、感染症予防のためのワクチン接種についても接種率の向上を図

り町民の健康づくりに努めてまいります。健康で安全な妊娠、出産を迎えることができる

支援策として母子保健法に基づく妊婦一般健康検査の１４回分の公費負担を継続します。

また、不妊に悩む方々への支援として特定不妊治療費助成事業の助成額を拡大して実施い

たします。

乳幼児期から就学前の児童の発達相談事業として臨床心理士による軽度発達障がい等の

判断を的確に行い、保護者や園、学校等への適切な相談対応、助言・指導に努めてまいり

ます。

医療体制の充実についてであります。

町民の皆様が健康で安心な暮らしを続けるため、地域医療の確保は重要な課題です。特

に、重症救急患者への対応として釧路市の医療機関と連携するドクターヘリについては年

間４０件前後の救急患者の搬送に出動しております。今後も、関係機関と協力して安定し
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た運行体制が確保されるよう努めます。

昨年１０月、町民の皆様が長年待ち望んでいた、町立別海病院が改築オープンしまし

た。新病院には、近代的な医療機器や検査機器が設置され、これらを総合的にネットワー

ク化したオーダリングシステムなどが導入されたことにより、医療の検査精度や診療効率

が飛躍的に向上しました。

今後も地域に根差す一次医療機関として予防医療に主眼を置き、早期発見、早期治療を

図ります。そして、町民の皆様の健康と命を守り続けるため、「地域の病院として心のこ

もった医療で住民の皆様の健康を支援します」の理念のもと、職員一同、一丸となって取

り組みます。

また、地域医療の安定した運営を進めていくためには、常勤医師や看護師などの医療ス

タッフ確保が不可欠です。全国的に地域医療における医師及び医療スタッフの不足は深刻

な状況にありますが、医師確保推進機関との連携強化に努め、長期的には地元出身者の医

師、看護師等の受験資格取得に向けた支援、啓発等も積極的に進めることで、医療技術者

の安定確保に努めてまいります。

長年にわたる札幌医科大学との連携により、本町への医師派遣及び教育連携事業などが

実施されていますが、札幌医大生による地域密着型チーム医療実習や町民を対象とした医

療フェア、公開健康講座の開催など、多面的な地域医療連携事業を今後も推進いたしま

す。

次に、子育て支援の充実についてであります。

未来を担う子供を社会全体で支えるため、町が保護者や地域の人と一緒に子育てを支援

します。

このような考えのもと、本年１月に園舎が完成した上春別へき地保育園の外構工事を実

施し、保育園全体の供用を開始します。また、公園と同様に児童遊園地や保育園等の老朽

化が著しい遊具は撤去し、新しい遊具を設置するとともに、計画的な整備を進めるための

点検調査を実施します。

昨年成立した子供子育て関連三法の一部施行に伴い、国の基本方針に即した別海町子ど

も子育て支援事業計画の策定に着手します。あわせて、地域全体が子育て支援の施策プロ

セスなどに参画、関与することができる仕組みとして、子ども子育て会議を設置いたしま

す。

障がい者支援施策の充実についてでございます。

平成２５年度は昨年度末に設置した障がい者虐待の防止及び障がい者の擁護者に対する

支援の窓口を適切に運用し、障がいを持つ人やその家族への相談支援と虐待防止の強化に

取り組みます。さらに障がいのある人もない人も一緒に住みなれた地域で生活が送れるよ

う、保健、医療、教育、労働など、関係機関との連携を強化し、総合的な支援を進めてま

いります。

次に、高齢者施策の充実についてでございます。

本町の高齢化率は現在２１.６％で、全道の中では低いほうですが、団塊の世代の方が

６５歳を迎えるここ数年で２５％を超えることが予想されます。核家族化が進み、高齢者

世帯やひとり暮らし世帯がふえる中、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、地域包括

支援センターを中心とした総合相談を初め、高齢者の実態調査を実施し、介護予防事業等

の充実と強化を図ります。

本町の要介護、要支援者は１月末で６００人に達し、介護サービスを必要とするお年寄
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りは年々増加しています。在宅での生活を支援する施設である老人保健施設すこやかの機

能訓練室を改修、整備するとともに、通所リハビリの営業日数を拡大し、サービス体制の

充実を図ります。

特別養護老人ホーム等の建てかえと民営化については、昨年８月に社会福祉法人べつか

い柏の実会と経営移譲にかかわる基本合意を締結し、諸準備を進めてまいりました。こと

しは、特別養護老人ホーム清翠園と別海デイサービスセンターの経営移譲に関する協定を

締結し、平成２６年４月１日からの民営化を目指します。

また、施設の建てかえに当たっては、北海道の補助制度の関係から平成２６年度、単年

度での実施を計画していましたが、今後、本格化する震災復旧、復興工事により、施工業

者等の不足が見込まれ、工期不足が懸念されることからべつかい柏の実会と連携を密にし

て、早期に工事を設定し、必要な協議等を進めてまいります。

人を育てる学びの町をつくるため、社会教育の推進に努めます。子供から高齢者まであ

らゆる世代の誰もがいつでも学べる社会教育の環境づくりを推進するため、町民の社会教

育活動の拠点施設である、仮称、生涯学習センターの整備に向けた基本構想策定の具体的

な取り組みを進めてまいります。

既存施設の補修・改修などの施設整備を進めるとともに、町民の学習活動を促進させる

ための環境整備や必要な支援に努めます。

学校教育の推進についてでございますが、次代の本町を担う人材の育成に向け、生きる

力を重視した特色ある教育活動と信頼される学校づくりを進めます。

平成２５年度は、中春別中学校の改築に着手するとともに、学校施設の長寿命化などに

取り組むほか、学力、学校力の向上に創意と工夫を凝らした特色ある教育を実践するた

め、教員研修など教育環境の向上に取り組みます。

次に、地域文化の振興であります。

芸術文化は人々に感動や生きる喜びをもたらし、豊かな人生を送る上で大きな力となる

ことから、積極的な学習機会の提供による芸術文化が創造できる環境づくりを推進しま

す。

貴重な国指定史跡である旧奥行臼駅逓所を初めとする、別海町歴史文化遺産の保護・保

全に努めます。

スポーツの振興についてであります。

明るく豊かで活力に満ちた社会を形成する上で、スポーツの振興は欠かすことができま

せん。別海町の特性を生かし、町民誰もが身近にスポーツに親しむことができる町民皆ス

ポーツの実現に工夫、改善しながら積極的に取り組みます。

また、施設整備においては、全天候型トラックの改修工事を行うなど、施設の延命化に

努めてまいります。

なお、教育行政についてはこの後、教育長から教育行政執行方針の説明がありますの

で、私からは基本的な考えを述べさせていただきました。

次に、快適で安全な町、住宅の整備についてであります。

公営住宅は老朽化による建てかえ事業を進めておりますが、現在、整備中の西春別駅前

団地公営住宅１０棟３８戸は平成２７年度完成を目指し、補正、繰り越しを含めて平成２

５年度中に２棟８戸を建てかえます。

また、上春別団地公営住宅についても、平成２５年度に２棟７戸の実施設計に着手を

し、平成２７年度完成を目指してまいります。
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次に、道路・交通網の整備についてでございます。

町道の整備は、町民生活や食料基地としての農水産物の安定輸送など、活力のある地域

づくり、まちづくりを進める上で極めて重要と考えております。今後も国の施策、制度を

最大限に活用しながら、効率的に整備を進めていくとともに、各地域からの強い要望に応

え、臨時町道整備事業を今年度も継続して実施いたします。

橋梁の長寿命化補修事業については、年次計画策定が完了したことから、平成２５年度

からは補修事業に着手します。

水道の整備でありますが、安全で安心な水道水を安定供給するため、水質管理に万全を

期すとともに、さらなる企業経営の効率化と安定化に取り組みます。

また、水道施設の老朽化対策として、国営事業なども活用し、長期改修計画による継続

的な改修及び整備と長寿命化を図ってまいります。

下水道処理施設の整備についてでございます。

下水道事業は、老朽化した終末処理場の設備機器などの修繕、更新事業を計画的に進

め、維持管理経費の縮減を図るとともに適正管理で安定した汚水処理の保持に努めます。

合併浄化槽についても、設置希望者の要望に応えながら事業の推進を図り、今後も公衆

衛生の向上と快適な生活環境の確保に向け、全町的な水洗化を進めてまいります。

次に、消防・救急体制の充実についてでございます。

頻発する地震などの災害に備え、消防・救急体制の整備、充実は欠かせないものとなっ

ております。老朽化した第３分団詰め所及び車庫の改築に向け施設の基本設計と実施設計

に着手するほか、各種資機材の整備や老朽化した車両、消火栓の更新などを計画的に実施

してまいります。

防災対策の推進についてでございます。

大震災を経て当たり前と感じてきた日常生活が大きく揺らいでいる今、安全・安心が実

感できる防災体制の構築を図り、さらなる防災力の向上に努めてまいります。

津波災害に対する対応策の一つである標高表示板は国道、道道での整備が完了しました

が、これらを補う形で町道にも表示板を設置するとともに、尾岱沼地区の急傾斜地管理用

階段にも避難路表示板等の整備を行います。

国の防災計画が見直され、基本的な考え方が防災から減災へと移行したことを受け、町

としても自助・共助・公助に基づくそれぞれの対応策を検討いたします。

さらには、災害時におけるライフラインの障がい発生を想定した備蓄品の整備、野付半

島における緊急避難場所の検討などを含めて、地域防災計画と津波避難計画の策定を行い

ます。

本町の海岸線は大部分が砂泥質で遠浅ということもあり、自然災害等により浸食が進

み、低気圧や高潮による被害が発生するなど漁業活動にも支障を来しております。また、

前浜資源の生息環境への影響も懸念されていることから、早急な海岸保全対策について引

き続き国、道など関係機関に要請をしてまいります。

次に、参画と協働でつくる町、住民参加のまちづくりについてでございます。

協働の根幹と言うべき情報共有や町民参加がこれまで以上に浸透し、さらなる推進が図

られるよう現在、協働のまちづくり指針の策定に取り組んでおります。この指針の策定に

より、まちづくりのあらゆる分野において町民と行政が同じ目線に立ち、問題意識を共有

し対話を重ねるなど、参加、協働を深め、町民の皆様とのさらなる行政情報の共有が図れ

るよう努めてまいります。
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次に、コミュニティー活動の推進についてでございます。

地域コミュニティー活動の拠点となる地域会館は、中西別福祉館に引き続き、中春別福

祉館の部分改築に着手するほか、西春別風連会館の耐震改修など、計画的な整備を進めて

まいります。

次に、北方領土対策の推進でございます。

我が国固有の領土である北方領土を当時のソ連が不法占拠して以来、６８年目を迎えま

す。また近年、北方四島のロシア化、実効支配が加速化するなど、北方領土を取り巻く環

境が大きく様変わりしています。

昨年末発足した新政権が、悲願である北方領土返還実現のため道筋をつけることに強く

期待をし、本町といたしましても２２年目を迎えるビザ無し交流事業などにより返還運動

関係者の裾野を広げるなど、領土返還の気運を高める取り組みを継続して実施してまいり

ます。

北方領土を目で見る運動の拠点施設である北方展望塔が「道の駅おだいとう」として登

録されてから２年が経過しようとしています。登録以前に毎年１万人前後であった入館者

数はオープン後１年間で７万人を超え、予想以上の効果があらわれています。

今後も、同施設敷地内の叫びの像とあわせ、北方領土隣接地域における返還運動の拠点

として啓発に努めてまいります。

主な施策の執行方針の最後となりますが、時代に対応した自治体経営の推進についてで

あります。

国は、経済再生に向けた緊急経済対策として大型補正予算と平成２５年度予算を一体と

した、いわゆる１５カ月予算の考えのもと、景気底割れの回避を目指し、大規模な財政出

動を進めています。

本町においても、国と同様に１５カ月予算の考えに立ち、繰り越し事業を予定するな

ど、機動的な財政運営を行いますが、地方債の平準化と抑制、収入の確保など、中期的な

財政健全化の取り組みを継続することで、持続可能な財政運営に努めてまいります。

町税については近年、若干、増加の傾向にありますが、基幹産業である酪農・畜産を取

り巻く環境や漁業では漁獲高などに左右される中、大きな伸びは見込まれません。また、

財源において依存度の大きい地方交付税については、公務員給与費の削減や社会保障関係

費の自然増などが影響し、今後、同水準の確保が難しいと予想されます。

このような厳しい経済情勢ではありますが、町民の皆様が安全で安心して暮らせるまち

づくりを進めていくため、自主財源の確保に向けた税や税外収入の債権徴収一元化の検討

などを進めてまいります。

さらに徹底した無駄の排除、行政コストの縮減など、新たな行財政改革への取り組みも

念頭に健全な財政運営のもと、行政サービスの展開を図ってまいります。

入札制度につきましては、公共工事の入札及び契約の適正化を基本とし、別海町中小企

業振興基本条例に基づき、地元企業の受注増大に努めます。また、これまでの入札制度改

善結果の検証も行い、必要な改善を取り入れ、公共工事の品質と公平さを確保しつつ、よ

りよいものをより経済的に調達する責任を果たしていく所存でございます。

結びとなりますが、新政権の掲げる政策が国の予算成立とともに本格始動し、緊急経済

対策を初めとするこれらの数々の政策が地方経済にも良好な形で波及して、地方の元気を

築き上げることが期待されるところでございます。

日々変化を続ける社会情勢下で、行政に求められる役割は多様化しています。また、地
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域主権一括法が施行され、地方は今までに増して行政運営に磨きをかけることが求められ

ております。

住民の皆様が安心して健康で暮らすことができる町、これからもずっと住み続けたいと

思う町をつくり上げていくことが私たちに課せられた使命でございます。

そのために、自治基本条例の理念である情報提供と共有、住民参加と協働を基本に「笑

顔あふれる豊かさ実感のまちべつかい」を目指して取り組みを進めてまいります。

町民の皆様初め、議員各位の変わらぬ御理解と御協力を心からお願いを申し上げ、平成

２５年度の行政執行方針といたします。

次に、本定例会に提出いたしました議案の概要について御説明を申し上げます。

提出しました案件は、議案が４３件、報告が１件でございます。

まず、議案第２号から議案第９号までの８件は、平成２５年度各会計予算でございま

す。一般会計では１４８億１,４００万円、特別会計、企業会計を合わせた全会計の総額

で２２９億１,５００万円と、前年度比でマイナス３.１％となっております。

議案第１０号から議案第１７号までの８件は、平成２４年度各会計補正予算でございま

す。主な内容としては、先日２６日に成立した国の大型補正予算に対応して３億７,８６

４万８,０００円を増額するほか、執行額の確定などによる増減額から一般会計で総額４

億６,８４０万円を増額、また国民健康保険特別会計では、保険給付費の増などで総額８,

８２０万円を増額し、そのほか各特別会計、企業会計では執行額の確定などにより減額補

正を行うものでございます。

議案第１８号から議案第２０号までの３件は、地域主権改革一括法が施行されたことに

より、それぞれ介護保険法に基づく町条例の制定をするものでございます。

いずれも、これまで厚生労働省令の基準に基づいて実施しておりました各種サービスな

どについて、地域主権改革一括法の施行に伴い、新たな条例を制定し、必要な基準等につ

いて規定するものでございます。

議案第２１号は、別海町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてでございま

す。本条例は、昨年５月に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づ

き、町が設置する対策本部に関する必要事項を定めるものでございます。

議案第２２号から議案第２４号までの３件は、地域主権改革一括法の施行による新しい

条例の制定で、それぞれ道路の構造の技術的基準、高齢者、障がい者等の移動時の円滑化

の促進にかかわる道路の構造に関する基準、準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定

める条例を制定するものでございます。

議案第２５号は、中西別福祉館の一部改築に伴い、別海町福祉施設条例の一部を、また

議案第２６号は美原へき地保育園の閉園により、別海町へき地保育園条例の一部をそれぞ

れ改正するものでございます。

議案第２７号及び議案第２８号は、障がい者自立支援法の法律名が変更となったことか

ら、それぞれの条例で用いている法律名称を改めるものでございます。

議案第２９号は、障がい児支援に関する根拠規定が、障がい児自立支援法から児童福祉

法に再編されたことにより、別海町児童デイサービスセンター条例の一部を改正するもの

でございます。

議案第３０号は、別海町ごみ処理条例の一部を改正する条例の制定についてで、処理場

施設の用途が一部廃止されたことから、施設名称の一部を改めるものでございます。

議案第３１号は、別海町公衆トイレ設置条例の一部を改正する条例の制定についてでご
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ざいます。

現在、条例で定めている１４カ所の公衆トイレのうち、８カ所については関係する施設

附帯の公衆トイレとして管理することとし、このほかに１カ所を廃止するものです。この

改正により、改正後の設置条例で管理される公衆トイレを５カ所とするものでございま

す。

議案第３２号は、別海町廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。

こちらも、地域主権改革一括法の施行によるもので、これまで法律の施行規則で規定さ

れていた技術管理者の資格を条例で規定するものでございます。

議案第３３号は、別海町北海道営草地整備改良事業並びに公社営畜産基地建設事業分担

金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

本議案は、多様化する農業基盤整備事業について事業名の変更や新規事業の追加にも対

応が可能となるよう、条例の題名を含めその一部を改正するものでございます。

議案第３４号は、別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてで、預託牛等にかかわる育成牧場使用料の改正を行うものでございま

す。

議案第３５号の尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第３６号別海町ふれあいランド条例の一部を改正する条例の制定については、いずれ

も施設や備品の使用料を追加する改定を行うものでございます。

議案第３７号は、別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。本条例は地域主権改革一括法の施行に伴い、公営住宅整備基準の規定を追加し、あわ

せて暴力団排除の推進と福島復興再生特別措置法の制定に伴う所要の改正を行うものでご

ざいます。

議案第３８号も地域主権改革一括法の施行によるもので、工事監督員や水道技術管理者

の資格基準等を定めるために、別海町水道事業給水条例の一部を改正するものでございま

す。

議案第３９号も同じく地域主権改革一括法の施行により、排水施設や処理施設の構造基

準を定めるほか、排水の制限や使用料の納付方法について、所要の改正をするため別海町

下水道条例の一部を改正するものでございます。

また、議案第４０号は別海町下水道条例の一部を改正により、当該条例の基準を準用す

る別海町集落排水施設設置条例の一部を改正するものでございます。

議案第４１号と議案第４２号は、ともに基金条例を廃止する条例の制定についてでござ

います。まず、議案第４１号は町立別海病院特別対策基金条例を廃止する条例の制定につ

いてでございます。町立別海病院の改築に際し、起債の繰上償還などのため一時的な繰出

金の増額に対応するため、平成２０年３月に一般会計で本基金を造成いたしましたが、改

築工事の完了によりその目的が達成されたことから、今般、本基金条例を廃止するもので

ございます。

議案第４２号は、別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する条例の制定について

でございます。本基金は、基幹産業である酪農畜産の発展などに資することを目的に平成

５年に基金条例を制定し、その後１０年間、平成１４年まで貸し付けを実施いたしまし

た。その後、平成１５年からの貸し付けはなく、平成２４年度で全ての貸付金償還が終了

したことから、本基金条例を廃止するものでございます。
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議案第４３号は辺地にかかわる公共施設の総合整備計画の変更についてですが、いずれ

も計画策定済みの３地区について事業の追加、事業費の増額に対応するため、総合整備計

画を変更するものでございます。

議案第４４号は、町道の路線認定についてで、平成２５年度に予定する臨時地方道整備

事業及び特定防衛施設周辺整備調整交付金事業にかかわる町道の認定を行うものでござい

ます。

提出案件の最後になりますが、報告第３号は、専決処分の報告についてでございます。

本件は、冨岡西地区農道三代橋架けかえ工事の請負契約を変更する必要が生じ、２月１２

日付で専決処分を行ったことから、報告をするものでございます。

以上、提出いたしました４４の案件についての概要説明を終わります。よろしく御審議

の上、原案のとおり御決定賜りますようお願いを申し上げます。

なお、冒頭の行政報告におきまして、３月１日からの暴風雪被害の状況をお話をいたし

ましたが、この暴風雪により１月の第１回町議会臨時会で補正について議決をいただきま

した除雪経費の残額が数百万円となってしまいました。この状況ですと、あと１回の降雪

でも対応が困難となることから、再度、予算の増額が必要となったところでございます。

また、国の大型補正にかかわる前倒し事業について、今週になって事業内容変更の通知

がありました。中学校建物耐震改修事業で事業費総額に変更はないものの、補助金の増額

がありまして、また水産基盤整備事業において事業費の増額に伴い、繰越明許費増額の必

要が生じたところでございます。

ただいま補正額の調整をしておりますが、準備ができましたら早急に追加議案として提

出をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

以上で、行政執行方針並びに提出案件の概要説明を終わらせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。

○議長（渡 政 君） それでは、ここで１０分間休憩いたします。

午前１１時０９分 休憩

──────────────

午前１１時２０分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第６ 平成２５年度教育行政執行方針

○議長（渡 政 君） 次に、日程第６ 教育長から平成２５年度教育行政執行方針につ

いて説明があります。

教育長。

○教育長（真籠 毅君） 教育行政執行方針を述べます前に、就任の御挨拶を申し上げま

す。

教育長就任から３週間ほどが経過しました。初めて教育行政に携わるものですから、教

育委員会の皆様からさまざまレクチャーを受け、見るもの、聞くものが大変新鮮に感じて

おります。

その中には課題となっていること、スピード感を持って進めていかなければならない事

案も多くあります。さまざまな課題を解決していくためには協働のまちづくりの精神を基

本としながら、学校と家庭と地域の皆さんと教育行政が一体となって取り組んでいかなけ

ればならないものと考えております。
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町の将来を担う子供たち、町の発展のために御尽力をいただいた町民の皆様にとって健

全で心豊かで笑顔あふれる学習環境となるよう、全力で取り組んでまいります。

議員各位におかれましては、何かと御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

それでは、平成２５年度教育行政執行方針を申し述べます。

まず初めに、平成２５年第１回町議会定例会の開会に当たり、教育行政執行方針の要点

について申し上げます。

我が国では、昨年の明るいニュースとしてロンドンオリンピックに出場した日本人選手

が史上最多３８個のメダルを獲得したことが上げられます。そして、京都大学の山中伸弥

教授がノーベル医学生理学賞を受賞したことも大きな夢と希望と勇気をいただく嬉しい

ニュースでした。

我が国で、このように優秀な人材が育成され栄誉を受けた陰には、本人の不撓不屈のた

ゆまぬ努力があったことは言うまでもありません。そして、幼少期からの基礎的、基本的

な家庭教育と学校教育の力が存在したことも間違いのない事実です。

別海町の子供たちの教育にとっても、これからの未知な時代の荒波を乗り越えていく健

康で強靱な体力づくりが急務であります。その上に、人を思いやる優しい心づくりや乏し

い資源を有効に活用して生きていけるしたたかな知恵を持った優秀な人材を育成していく

ことが最も重要なことであります。

ふるさと別海町を愛し、地域の発展に貢献できる人材の育成や私たちの体に脈々と受け

継ぐ開拓精神に富む優秀な人づくり、言いかえれば別海町の教育とは別海町の活力や持続

的、永久的な発展の基盤づくりであります。

続いて、教育行政執行の基本的な考え方を申し述べます。

我が国の教育改革は、教育基本法の改正を基本に国家の大事業として推進されておりま

す。別海町教育委員会といたしましても、教育基本法の教育の目的である人格の完成を教

育行政の究極の目的としてまいります。

そのための施策として、社会教育では町民一人一人が心豊かに生きがいのある充実した

生活を営み、活力に満ちた地域社会を形成するため、子供から高齢者まであらゆる世代の

誰もがいつでも学べる社会教育の環境づくりを推進します。

学校教育では、次代の本町を担う人材の育成に向け生きる力を重視した特色ある教育活

動と信頼される学校づくりを進めながら、学校施設、設備の計画的な整備など、幼・小・

中・高が一体となった総合的な教育環境の向上に努めてまいります。

本町のまちづくりは、社会教育、学校教育の両輪を連動させ、まずは人づくりから始め

ることが基本であると捉えております。

３点目に主要施策の推進であります。次に、こうした基本的な考えのもと取り組んでま

いります主な施策について申し上げます。

１点目は、生涯学習の振興であります。生涯学習の目的は人づくりであります。そのた

めに、生涯学習推進の根幹となる「育てよう別海町の『学びの木』」の発達課題の達成を

目指して教育行政を推進してまいりました。

その成果の一つが別海町パイロットマラソン大会のボランティアであります。毎年１０

月に行われるパイロットマラソン大会では、大会を盛り上げるために５００名を越す方が

ボランティアとして協力してくださいます。昨年は、５８３名のボランティアスタッフ

が、そのさわやかな笑顔でのサービス、温かいおもてなしの心と姿勢で選手に接し大評判
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でした。そして、選手一人一人がリピーターとなり選手の仲間や家族連れで来町するよう

になりました。まさに、別海町の宝であり、広告塔でもあります。

さて、生涯学習の拠点となる仮称、生涯学習センターの建設については、現在、職員に

よる検討委員会を設置し、規模、設備、場所、財源等基本的な構想を練っております。今

後は、広く町民の声を聞くなど、基本構想の具体化に向けて取り組んでまいります。

図書館の活動として、毎年秋から乳幼児から図書に親しむブックスタートを開始しまし

たが、乳幼児や保護者に大変、好評を博しております。また、学校では、保護者による読

み聞かせ活動が広まりを見せており、全校に広がるよう推進してまいります。

また、生涯学習推進のための実践研究機関である別海町生涯教育研究所の活動を推進

し、育てよう別海町の学びの木の発達課題を確認しながら、生涯学習の振興を図ってまい

ります。

特に、子供たちの健全な成長には生活リズム確立や基本的な生活習慣の育成が重要とな

ります。平成１９年から生活習慣改善スローガン早寝、早起き、朝御飯、テレビをとめて

外遊びを掲げて推進しておりますが、このたび本町の取り組みがすぐれた早寝、早起き、

朝御飯運動として、文部科学大臣表彰を受けることになりました。この受賞を次へのさら

なるステップとし、子供たちの生活習慣改善に全町挙げて取り組む所存であります。

平成２５年度においては、テレビや携帯、インターネットなどメディアに多くの時間が

奪われている現状を踏まえ、平成２４年度に引き続き生涯教育研究所を中心にメディアコ

ントロールを重点に施策を講じてまいります。

２点目は、学校教育の充実であります。文部科学省で５年連続実施した全国学力・学習

状況調査の結果において、北海道は全国的に見て低位にあり、北海道教育委員会では平成

２６年度までに全国平均以上にする施策を発表しました。

本町の学校では、学力向上に向けて創意と工夫を凝らした特色ある取り組みを進めた結

果、成績は徐々に上向き傾向にあり、現在ではほぼ北海道平均と並ぶところまで到達し、

全国平均を超えた学校も出てきております。

今後は、学習状況調査で課題となっていた読書時間の不足や家庭学習の方法等、家庭と

深い連携をとりながら低い位置にある学校の学力向上に向けて改善してまいります。

これまでも教員の資質、指導力の向上を含め、少人数指導、習熟度別指導、ティーム

ティーチング、巡回指導教員の派遣など、指導方法の工夫、改善により基礎、基本の確実

な定着を図り、生きる力を育む確かな学力を身に着けさせる取り組みを進めております。

平成２４年度では、町内６校で公開研究会が開催され、その成果を発表しました。そう

いった緊張感を持って実践発表した学校において、学力向上が顕著になっていることか

ら、今年度もこのような実践研究を積極的に推奨してまいります。

生徒指導面では、いじめは壊滅に近く減少し、校内暴力は皆無です。しかし、不登校が

増加の一途をたどっており、今後も心の教育を積極的に推進し、教育相談の充実や臨床心

理士の活用等積極的な生活指導の充実を図ってまいります。

学校給食センターは、食育基本法の制定以来、家庭教育とも連携を深めながら栄養指導

と食育を推進しております。食の安心・安全のために可能な限りの地産地消を推進してお

りますが、２年連続地元の方から食材の無料提供があり、今後も別海町の本物の味、取れ

たての味を子供たちに体験させるべく努力をしてまいります。

町内２１カ所の学校施設の安全管理については、東日本大震災の教訓を踏まえ普段の学

校生活の中で安全確保を最重点とし、また災害時の避難所としての機能も果たす必要もあ
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るため、非構造部材の耐震化を含めた学校耐震化推進計画の見直しを進めてまいります。

緊急改築が必要な中春別中学校につきましては、本年度、校舎改築工事に着手し、上西

春別中学校については防音改築採択に向けて北海道防衛局と協議を進めることとしており

ます。

特別支援教育の充実を図るため、物理的、精神的な障壁、障がいを取り除くバリアフ

リー、障がい者と健常者が区別なく生活するノーマライゼーション、包括的、統合的な教

育をするインクルージョンを３本柱とし、障がいを持った子供が将来、自立できるような

施策を推進してまいります。

幼児教育については、望ましい生活習慣や態度の育成のため、幼稚園と家庭、地域と連

携をより一層深め、子育て支援の充実に努めてまいります。少子化に伴う学校規模の極小

化が進む中、平成１７年１１月に策定した別海町立小中学校適正配置計画を別海町教育振

興審議会に諮り、昨年１２月に計画の改訂をしたところであります。

なお、町内１８の小・中学校は、当面、存続していくこととしておりますが、本年度も

学校のあり方について保護者、地域の皆様方とともに検討してまいります。

３点目は、まちづくりを担う町民の主体的な学習を支援する社会教育の推進でありま

す。

社会教育は、人々の自由かつ主体的で多様な学び合いを中心とした自己形成の営みであ

ることから、教育行政の責務としては町民の学習活動を保障するための条件整備や環境情

勢を図り、求めに応じた必要な支援をしてまいります。

町民の社会教育活動の拠点施設である公民館は、人と人とのつながりを大切にしなが

ら、地域住民の多様な学習活動や一番身近な地域づくりの拠点としての役割を認識し、学

習機会の提供に努めてまいります。

平成１４年度から順次開設し、町内に８大学を設けている別海町平成寿大学も１２年目

を迎え、年々、在学生も増加して大変、好評を博しております。平成２４年度は３２５名

が在学し、異世代交流も活発になってきたことから、今後も高齢者の学習状況に応えられ

る学習プログラム充実を図ってまいります。

また、各公民館で開設しているゼロ歳児から３歳児までの乳幼児と母親を対象とした、

乳幼児母親家庭教育学習すくすくの学級生は、少子化日本の中で驚異的な増加数を誇って

おります。三つ子の魂百までと言われるように、３歳児までの家庭教育の必要性を学習し

合い、孤独になりがちで子育てに戸惑いと不安を抱えている若い母親世代の交流や情報交

換を活発化させることが重要でありますので、今後もさらなる参加者の増加に努めてまい

ります。

さらに、地域の名人を講師に招聘した各種講座を開催や、地域のアーティスト、まちづ

くりグループ、ＮＰＯ団体の活動にも積極的に支援してまいります。

４年続けて開催しております道東著名作家特別展は、回を重ねるごとに近隣市町からの

来場者も増加し、大きな成果を上げております。

また、第３次社会教育中期振興計画は１０年計画の５年目を迎えますが、社会教育の指

針として人づくりや協働のまちづくりの実践化に積極的に取り組むとともに、過去５年間

を総括して、計画後半に当たる平成２６年度から平成３０年度までのアクションプログラ

ムの見直しを行い、時代の流れに即した新たな教育課題に対応してまいります。

４点目は、芸術・文化の振興であります。芸術・文化は、人々に感動や生きる喜びをも

たらし、豊かな人生を送る上での大きな力となり、２１世紀の地域活性化の基盤となるも
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のです。この考えに立って、町内各地で活発な活動を展開している別海町文化連盟傘下の

各団体、サークルにおける自主的な活動を一層支援するとともに、多くの町民が文化ボラ

ンティアなどにより積極に参加、創造できる環境づくりに努めてまいります。

文化財の保護・保存では、国指定史跡「旧奥行臼駅逓所」、北海道指定天然記念物「西

別湿原ヤチカンバ群落地」、新たに昨年度、別海町の有形文化財に指定した「厨子入南矢

臼別馬頭観世音菩薩坐像」を初め、別海町歴史文化遺産も含めた町内の貴重な各種文化財

の保護・保全に努めながら、教育的活用を進めてまいります。

また、ふるさと講座や郷土学習、出前講座、出前移動展など、別海町郷土資料館が積極

的に町民の中に入っていく企画を推進してまいります。

さらに、旧美原小学校校舎は図書館の蔵書庫、個人所蔵の貴重な保存文書庫、美術作品

庫、開拓時代のそばづくり記念庫及び地元町内会の行事の場、地域老人会のいきいきホー

ムとして活用されています。

旧豊原小学校校舎では、郷土資料館の分館として別海村時代の開拓の苦労をしのぶ農機

具、民具等の資料を順次、展示していく計画を進めてまいります。

５点目はスポーツの振興であります。明るく豊かで活力に満ちた社会を形成する上での

スポーツの振興は欠かすことができません。町民誰もが身近にスポーツに親しむことがで

きる生涯スポーツ社会の実現を目指し、長年にわたって地域のスポーツ環境の整備に努め

てまいりました。

大きな成果として少年団活動、中学校、高等学校の部活動において、ボランティア指導

者の心の養成に重点を置く、熱心な指導により全道、全国大会において優秀な成績を上げ

ております。

昨年の別海町パイロットマラソン大会は、フルマラソン１,２４６名、５キロマラソン

４９２名、合計１,７３８名の選手が別海町の大平原を走りました。フルマラソンには、

道内から１７２名、還暦を過ぎた方が１７６名参加しました。

冒頭でも述べましたが、町民の温かい御協力により毎年、大きな感動と勇気を与えてく

れるこの大会は、別海町の名を広め、マラソンブームもあって全国的なイベントに成長し

ました。第３５回の節目となることしは、さらに感動的な大会になるよう企画してまいり

ます。

本町の子供たちは肥満が問題となっており、また体力不足も顕著にあらわれておりま

す。予防改善対策の一環として、町保健センターが町民プールで実施しているキッズエク

ササイズや親子での参加による事業は大きな効果を上げており、教育委員会としても積極

的にサポートしてまいります。

また、夏休み、冬休みにはプールやスケートリンクにおいてスポーツ教室を実施し、ス

ポーツ好きな子供の要請を図っておりますが、今後も別海町の特性を生かしたスポーツを

子供たちに広めながら、体力の向上を目指し工夫、改善しながら積極的に取り組んでまい

ります。

本年度予定しているスポーツ施設整備の主なものは、全天候型トラックの改修工事、西

春別スケートリンクの補修工事があります。町民皆スポーツを目指す上で施設は重要なポ

イントです。今後も、可能な限りの補修を進め施設の維持に努めてまいります。

以上、平成２５年度の教育行政執行方針について申し上げましたが、これらの方針の具

現化のためには別海町民全員が一丸となって行動を起こさなければなりません。

冒頭に述べたオリンピックでの活躍やノーベル賞受賞の快挙は、我が国の教育の成果で
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あり、永年にわたる教育のたまものです。家庭、学校、社会が強くてかたい絆を持ち続け

てきたからこそできた功績なのです。

別海町教育委員会といたしましては、一人一人の心優しく温かい町民と子供たちの底力

を信じて、本年度もぬくもりの心と慈しみのまなざしを教育行政の指針といたします。

そして、まず小さなことから、たった１人からでもできることから行動を起こすことを

初め、協働のまちづくりによる本町の教育の振興、充実に向けて全力で突き進む決意であ

ります。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（渡 政 君） １３番戸田博義議員。

○１３番（戸田博義君） 動議を提出したいと思います。

よろしくお取り計らい願いたいと思います。

○議長（渡 政 君） どのような動議ですか。

○１３番（戸田博義君） 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関する交渉参加の動きに対

して、動議を提出したいので、議長においてお取り計らいをいただくようお願い申し上げ

ます。

○議長（渡 政 君） 賛成者おりますか。

佐藤議員。

○１６番（佐藤 雄君） ただいま緊急動議が出ました。

基幹産業はもとより、地域の存亡に関わるものでございますので、緊急動議に賛成をい

たします。

○議長（渡 政 君） ほかにおりませんね。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） それでは、ここでお諮りをします。

ただいま、１３番戸田博義議員から動議がありました。

この動議は、１人以上の賛成者がおりますので成立しました。

これを日程に追加し、追加日程第１ として、直ちに議題にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１ として、直ちに議題とすること

に決定いたしました。

ここで、若干の準備がございますで、暫時休憩いたします。

午前１１時４２分 休憩

──────────────

午前１１時４５分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎追加日程第１ 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関する緊急決議

○議長（渡 政 君） 追加日程第１ 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関する緊急決

議を議題といたします。

内容について、説明を求めます。

１３番戸田博義議員。
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○１３番（戸田博義君） それでは、内容の説明をいたします。

２月２３日の日米首脳会談後、安倍総理はＴＰＰでは聖域なき関税撤廃が前提でないこ

とが明確になったとし、事実上の交渉参加表明ともとれる発言を繰り返している。ＴＰＰ

の本質は例外なき関税撤廃を基本としており、重要品目の多い北海道農業、とりわけ酪農

専業地帯である別海町にとっては壊滅的な打撃となる恐れがあります。

また、関税の撤廃ばかりでなく、国民皆保険制度や食の安全性の基準、ＩＳＤ条項など

国民一人一人の暮らしや地域社会の存続すら危ぶまれる大きな問題であることから、この

まま参加表明することは時期尚早である。

よって、別海町議会は、ＴＰＰ交渉に断固反対であるとの意志を表明するため、別紙の

とおり緊急決議するものであります。

決議案を朗読し、提案説明といたします。

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関する緊急決議案。

平成２５年２月２３日に行われた日米首脳会談の共同声明の後、安倍首相は環太平洋経

済連携協定（ＴＰＰ）への交渉参加には聖域なき関税撤廃が前提ではないとして、交渉参

加に向けて手続きを進めようとしている。

国土が狭く、中山間地の多い日本の農業が米国、豪州、ニュージーランドの農業と対等

に競争するには厳しい状況であり、国境措置が緩和されることになれば、食料の安全保障

どころか、労働、医療、金融など、あらゆる分野で国民生活に甚大な悪影響を及ぼし、地

域社会の崩壊につながる取り返しのつかない状況になりかねない。

このような状況で、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉参加を表明するようなことに

なれば、地域の死活問題であり、到底、受け入れることはできない。

よって、別海町議会は、国の礎である農業、漁業に壊滅的な打撃を与え、地域を崩壊さ

せる環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉参加に断固反対である。

右決議する。

平成２５年３月７日、別海町議会。

以上でございます。全員の賛同をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げて終わ

ります。

○議長（渡 政 君） 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関する緊急決議の内容説明が

終わりましたので、本件の質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関する緊急決議は、原案のとおり可決

されました。

ここでお諮りします。
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提出されております、日程第７ 議案第１０号から、日程第１５ 議案第４３号までの

９件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第７ 議案第１０号から、日程第１５ 議案第４３号までの９件につ

いては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。

ここで、１時まで休憩いたします。

午前１１時５０分 休憩

──────────────

午後 ０時５８分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

なお、９番瀧川榮子議員が早退しておりますので、申し添えます。

──────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第１０号

○議長（渡 政 君） 日程第７ 議案第１０号平成２４年度別海町一般会計補正予算を

議題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（河嶋田鶴枝君） まず御説明の前にお手元に配付しております一般会計補正

予算書（第７号）につきまして、手違いにより歳出財源内訳欄など、複数ページにわたり

シール対応させていただいておりますことを御了承願います。

では、議案第１０号の内容説明をいたします。別冊の平成２４年度一般会計補正予算書

の１ページをお開きください。

平成２４年度別海町一般会計補正予算（第７号）。

平成２４年度別海町一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億６,８４０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１５６億９,５９０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、繰越明許費。

地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。

第３条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の追加、変更は「第３表 債務負担行為補正」による。

第４条、地方債の補正。

地方債の追加、変更は「第４表 地方債補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正。

歳入です。補正額の欄で申し上げます。
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１款町税、１項から４項で１億１,８７５万５,０００円の増。

２款地方譲与税、２項で４００万円の減。

６款地方消費税交付金、１項で１,０００万円の増。

７款自動車取得税交付金、１項で２,０００万円の増。

１２款分担金及び負担金、１項と２項で９２０万５,０００円の減。

１３款使用料及び手数料、１項から３項で６８万２,０００円の減。

１４款国庫支出金、１項から３項で９,２５２万５,０００円の増。

１５款道支出金、１項から３項で１,７１９万３,０００円の増。

３ページ。

１６款財産収入、１項と２項で６０７万６,０００円の増。

１７款寄附金、１項で２３９万円の増。

１８款繰入金、１項で１,６７６万円の減。

２０款諸収入、２項、４項、５項で１,３２９万２,０００円の減。

２１款町債、１項で２億４,５４０万円の増。

歳入合計で、４億６,８４０万円を追加し、補正後の予算額を１５６億９,５９０万円と

するものです。

次に、４ページをお開きください。

歳出です。

１款議会費、１項で７３万３,０００円の減。

２款総務費、１項から６項で１億９,３６３万８,０００円の増。

３款民生費、１項と２項で３,８８８万円の増。

４款衛生費、１項と２項で８７７万４,０００円の増。

５款労働費、１項で１６万３,０００円の減。

６款農林水産業費、１項から４項で５,７２９万円の増。

７款商工費、１項で８０３万２,０００円の減。

５ページで、８款土木費、１項から５項で２,７２２万６,０００円の増。

９款消防費、１項で３７万４,０００円の減。

１０款教育費、１項から６項で１億６,８６３万９,０００円の増。

１３款給与費、１項で１,６７４万５,０００円の減。

歳出合計で、４億６,８４０万円を追加し、歳出予算の総額を１５６億９,５９０万円と

するものです。

６ページをお開きください。

第２表の繰越明許費です。

まず、６款農林水産業費、１項農業費で８件。８件のうち、農道整備事業が６地区で、

いずれも道が事業主体となり整備を進めておりますが、国の補正前倒し事業、または地域

活性化予備費事業の対象となることから、繰り越しを行うものです。

地区別では、道営一般農道整備事業北大成地区２,９７８万６,０００円、道営基幹農道

整備事業美原東地区１,６８７万５,０００円、道営一般農道整備事業豊原南地区７８７万

５,０００円、道営基幹農道整備事業南１号地区４５０万円、道営一般農道整備事業上春

別第２地区１１２万５,０００円、道営一般農道整備事業桜ヶ丘地区５６２万５,０００円

の６地区、残る２地区は基盤整備促進事業、北光進地区は年度内の事業完了が困難なこと

から１,３１５万３,０００円、同じく基盤整備促進事業冨岡南地区は国の補正前倒し事業
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の対象となることから５,１３７万７,０００円の繰り越しをするものです。

次に、４項水産業費で２件、水産物供給基盤整備事業１,０００万円、水産物産地市場

衛生管理高度化施設整備事業尾岱沼漁港４０３万３,０００円は、いずれも国の補正前倒

し対象事業となることから繰り越しをするものです。

続いて、８款土木費、２項道路橋りょう費、防衛施設周辺障害防止事業で、生産源対策

にかかる調査、設計業務を融雪期にかけて実施する必要があるため１,９１９万２,０００

円の繰り越し。

４項住宅費、公営住宅等整備事業は国の補正前倒し対象事業となり、１棟４戸分の工事

費などで６,９５８万７,０００円の繰り越し。

１０款教育費、２項小学校費、小学校校舎等改修事業、中春別小学校は避難階段設置工

事で５５０万円、３項中学校費、中学校建物耐震改修事業、中春別中学校は校舎改築１期

工事など１億８,７９７万６,０００円、これにつきましてもいずれも国の補正前倒し事業

の対象となることから繰り越しするものです。

次に７ページ、第３表債務負担行為補正で、追加と変更です。

まず追加は６件で、１件目、草地畜産基盤整備事業、畜産担い手総合整備型再編整備事

業上春別地区により整備される草地造成及び草地整備、農業用施設、農業用機械、農道整

備などを公益財団法人北海道農業公社から委託、または譲渡を受けることに伴う債務負

担。期間は、平成２５年度から平成２８年度まで、限度額は３億５,７２８万円。

２件目、草地畜産基盤整備事業畜産担い手総合整備型再編整備事業西春別第２地区によ

り整備される草地造成及び草地整備、農業用施設、農業用機械、農道整備などを公益財団

法人北海道農業公社から委託、または譲渡を受けることに伴う債務負担。期間は、平成２

５年度から平成２８年度まで、限度額は４億７,６１７万８,０００円。

３件目、農業経営基盤強化資金利子補給補助金、スーパーＬ資金は、平成２４年度の貸

し付け承認分において利子補給を行うもので、期間は平成２５年度から平成２９年度ま

で、限度額は５６５万７,０００円。

４件目、中学校建物耐震改修事業中春別中学校は、校舎改築工事の１期工事及び２６年

度に予定している２期工事を一括し、契約する必要があることから、期間を平成２５年度

から平成２６年度まで、限度額は４億９,８９７万４,０００円。

５件目、中小企業振興資金利子補給補助金、２４年度融資分について別海町中小企業条

例に基づき利子補給をするもので、期間は平成２５年度から平成３９年度まで、限度額は

３,１１３万２,０００円。

追加の最後で、公の施設の指定管理に対する委託料、尾岱沼ふれあいキャンプ場は平成

２２年度から無償で指定管理施設でありましたが、近年、利用客の減少による残る指定期

間を有償とするもので、期間は平成２５年度から平成２６年度まで。限度額は９２万円で

す。

次に、変更は３件で、１件目、中小企業振興資金利子補給補助金は、別海町中小企業融

資条例中、利子補給の１％上乗せ期間を平成２９年度まで延長したことに伴い、限度額で

１,５１０万５,０００円増加変更するものです。

２件目、公の施設の指定管理に対する委託料、野付半島ネイチャーセンター、限度額を

６,１２０万１,０００円に、３件目の公の施設の指定管理に対する委託料、西春別運動広

場、限度額を７６万円に、これらの増額変更はいずれも施設に隣接するトイレが公衆トイ

レの位置づけから、施設所管トイレに変更となることから、指定管理業務に清掃業務が追
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加となり増額するものです。

続いて、８ページをお開きください。

第４表で地方債補正。こちらも追加と変更です。

まず追加は５件、上から順に地域集会施設改築事業、これは旧中春別福祉館取り壊しが

起債対象となるものから６７０万円追加、桜ヶ丘地区農道整備事業５６０万円、豊原南地

区農道整備事業７８０万円、公営住宅等整備事業３,９４０万円、小学校校舎等改修事業

３７０万円の追加は、いずれも繰り越し事業の財源となるもので、事業概要につきまして

は繰越明許費のほうで説明させていただいたとおりでございます。

起債の方法は、普通貸借、または証券発行、利率３％以内、ただし利率見直し方式で借

り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

償還の方法、公的資金については、その融資条件によりその他の場合には、その債権者

と協定する。ただし町財政の都合により据え置き期間及び償還期限を短縮し、または繰り

上げ償還、もしくは低利に借りかえすることができるというものです。

変更は、上春別へき地保育園改築事業、以下、１９事業で、限度額を１９事業合わせて

１億８,２２０万円増額するものです。

増減の内容としましては、今年度、事業完了による事業費の確定、入札執行残による確

定、国の補正による繰り越し事業の追加などによるものです。なお、起債の方法、利率、

償還の方法には、変更がございません。

合計で補正前限度額１３億２,９１７万６,０００円に２億４,５４０万円を追加し、補

正後限度額を１５億７,４５７万６,０００円とするものです。

次に、歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、１の総括は省略し、歳入から御説明いた

します。

１３ページをお開きください。

２、歳入。

款１町税、項１、目１個人分５,９７０万円の増。

目２法人分１,５８６万５,０００円の増。

項２、目１固定資産税１,５００万円の増。

項３、目１軽自動車税５９万円の増。

項４、目１町たばこ税２,７６０万円の増は、各税目いずれも徴収見込みによる増額で

す。

１４ページをお開きください。

款２地方譲与税、項２、目１自動車重量譲与税４００万円の減。

款６地方消費税交付金、項１、目１地方消費税交付金１,０００万円の増。

款７自動車取得税交付金、項１、目１自動車取得税交付金２,０００万円の増は、いず

れも決算見込みによるものです。

次に、１５ページ。

款１２分担金及び負担金、項１、目１農林水産業費分担金２０８万２,０００円の増、

道営農道整備事業分担金の増が主なものです。

項２、目１総務費負担金５５万４,０００円の増。

目２民生費負担金５万４,０００円の減。

目３農林水産業費負担金１,１４７万５,０００円の減は、道営草地整備事業担い手中核

型負担金の減です。
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目４商工費負担金２万９,０００円の減。

目５教育費負担金２８万３,０００円の減。

続いて１６ページ。

款１３使用料及び手数料、項１、目１総務使用料１６７万８,０００円の減は主に地域

生活バス使用料の減。

目２衛生使用料９万円の増。

目３農林水産使用料８万５,０００円の増。

目４商工使用料６,０００円の増。

目５土木使用料３９万４,０００円の減は、特定公共賃貸住宅の入居者入れかえによる

減が主なものです。

目６教育使用料４５万９,０００円の減。

続いて、項２、１７ページに行きまして目１総務手数料５,０００円の減。

目２民生手数料１４６万２,０００円の増。

目３衛生手数料４２７万１,０００円の増は、主にごみ処分手数料の増です。

項３、目１証紙収入４０６万円の減は、主にし尿くみ取り証紙収入の減です。

次に、１８ページ。

款１４国庫支出金、項１、目１総務費国庫負担金４,６８６万円の増は、特定防衛施設

周辺整備調整交付金の増。

目２民生費国庫負担金１９万３,０００円の増、国民健康保険支援保険料負担金の増で

す。

項２、目１民生費国庫補助金２８７万円の減。主に地域生活支援事業費等補助金の減が

主なものです。

目２衛生費国庫補助金１５９万４,０００円の減は、主に循環型社会形成推進交付金の

減です。

目３農林水産業費国庫補助金３,１５６万５,０００円の減は、道費へ変更となる新規就

農総合支援事業補助金の減が主なものです。

目４土木費国庫補助金１,８５１万９,０００円の増は、１９ページ防災・安全交付金の

増が主なものです。

目５教育費国庫補助金６,２９９万１,０００円の増は、主なものは中段の中学校費補助

金の学校施設環境改善交付金の増です。

項３、目１総務費国庫委託金９,０００円の減。

２０ページ、款１５道支出金、項１、目１民生費負担金１３９万７,０００円の増。

項２、目１総務費補助金１３万９,０００円の増。

目２民生費補助金５６０万円の減は、重度心身障がい者医療費補助金、地域生活支援事

業費等補助金減が主なものです。

目３衛生費補助金７６０万３,０００円の減は、乳幼児医療費補助金の減が主なもので

す。

次に２１ページ、目４農林水産業費補助金３,０３０万９,０００円の増は、主なものと

しまして農山漁村活性化交付金基盤整備促進事業補助金の増と、新規就農者総合支援事業

補助金の増です。

一番下の段、目０土木費補助金５０万円の減は本目廃目です。

次に、２２ページ、項３、目１総務費委託金１１８万円の減は、衆議院議員選挙費委託
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金減。

目２衛生費委託金１０万４,０００円の増、未熟児保健指導等権限移譲事務交付金の増

です。

目３農林水産業費委託金１万７,０００円の減。

目５教育費委託金１４万円の増は、本目新設で中１ギャップ問題未然防止事業委託金の

増です。

目６商工費委託金４,０００円の増。

次に２３ページ、款１６財産収入、項１、目１財産貸し付け収入２２万９,０００円の

減。

目２利子及び配当金７３万３,０００円の増は、基金積み立てによる利息の増減及び根

室中標津空港ビル株式会社利益配当金の増が主なものです。

項２、目１不動産売り払い収入３３０万８,０００円の増は、土地売り払い収入の増。

目２物品売り払い収入２４２万６,０００円の増は、資源リサイクル品の売り払い収入

です。

続いて２４ページ、目３生産物売り払い収入１６万２,０００円の減。

款１７寄附金、項１、目２総務費寄附金７０万円の増、本目新設で、北方領土問題対策

費寄附金。

目３教育費寄附金１０万円の増は、こちらも本目新設で図書購入費寄附金です。

目４ふるさと応援寄附金１５９万円の増は、本目新設でふるさと応援寄附金です。

次に２５ページ、款１８繰入金、項１、目７ふるさと創生基金繰入金、２６万円の減。

目１０標津線代替輸送確保基金繰入金７２万６,０００円の減。

目１２産業振興基金繰入金２４１万８,０００円の減。

目１３清流保全基金繰入金１７万円の減は、いずれも事業費確定による減です。

目１４町立別海病院特別対策基金繰入金５,００１万４,０００円の増は、条例廃止に伴

い町立別海病院特別対策基金を全額繰り入れするものです。

目１５特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金８０万円の減は、事業費確定に

よる減です。

目０財政調整基金繰入金６,２４０万円の減は廃目となり、今回の補正により財政調整

基金は６,２４０万円繰り戻し、予算上の残高は２４億３,０００万円となります。

次に２６ページ、款２０諸収入、項２、目１町預金利子５０万円の増。

項４、目１民生費受託事業収入３６５万３,０００円の減は、後期高齢者医療広域連合

受託事業収入の減です。

目２農林水産業費、受託事業収入１４万４,０００円の減。

目３土木費受託事業収入６７５万４,０００円の減は、防衛施設事業工事受託事業収入

の減です。

項５、目５雑入３２４万１,０００円の減は、主な減としまして高額療養費及び付加給

付金の減、畜産担い手育成総合整備事業再編整備型償還収入の減のほか、その他雑入で別

海町中小企業融資条例に基づき、過去に保証料補助を行いましたものの対象となる融資の

繰り上げ償還を行ったことで、保証期間短縮により補助金返還金が生じたものです。

次に２８ページ。

款２１町債、項１、目１総務債６７０万円の増は、旧中西別福祉館解体が起債対象とな

ることから、集会施設建設事業債の増。
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目２民生債６４０万円の減は、事業確定による保育園建設事業債の減。

目３農林水産業債７,７４０万円の増は、道営農道整備事業債と基盤整備促進事業債の

増です。

目４土木債３,８１０万円の増は、住宅費、公営住宅建設事業債の増。

目５教育費１億２,９６０万円の増は、中学校債及び小学校債の校舎等整備事業債の増

です。

以上で歳入を終わり、続いて歳出です。

２９ページをお開きください。

３、歳出につきましては、ほとんどが事業費の確定や支出見込み精査による減となるも

ののため、主な減額項目と増額部分について説明いたします。

款１議会費、項１、目１議会費７３万３,０００円の減。

３０ページ、款２総務費、項１、目１一般管理費８４万６,０００円の減。

目２、職員管理費２４１万６,０００円の減。

３１ページに行きまして、目３財政管理費１４万円の減。

続いて３２ページ、目４会計管理費１８万５,０００円の減につきましては、いずれも

支出見込額精査による減です。

目５財産管理費２億３,６８２万６,０００円の増。主なものとしまして、まず来年度か

ら事業を予定している消防団拠点施設整備事業のために、特定防衛施設周辺整備調整交付

金基金への積み立て額増と、３３ページに行きまして、３３ページ中段、基金管理経費で

下から３段目からで、老朽化した中央公民館の建てかえに備え、生涯学習振興基金へ積み

立て１億円と、毎年度多額に繰り入れを行っているスポーツ振興事業に充当しております

スポーツ振興基金へ３,４００万円、在宅福祉向上の事業に充当している地域福祉基金に

５,０００万円、いずれも事業の継続のための財源として積み立てを行うものです。

なお、今、申し上げました積立額と補正額に違いがございますのは、補正額数値に利子

積立金分等の増減が含まれているためです。

次に３４ページ、他の基金積み立て増につきましては、利子の増及びふるさと応援基金

の積み立てとなります。このほか、財産管理費につきましては３６ページの中段までで、

事業費の確定及び精査による減でございます。

３６ページへお進みください。

目６企画費２１９万９,０００円の減は３８ページ下段までで、こちらも事業費の確定

及び精査による減でございます。

３８ページへお進みください。３８ページ下段、ここから４８ページ中段までは、いず

れも事業費確定及び精査による減で、目８車両管理費５０８万７,０００円の減、４１

ページに行きまして、目９支所費１３万９,０００円の減、目１０交通安全対策費２０万

円の減、目１１環境対策費８０万８,０００円の減。次に４２ページ、目１２北方領土問

題対策費４３万９,０００円の減はいずれも精査によるものです。

次に４３ページ。目１３特定防衛施設周辺整備費、２,４３８万３,０００円の減は、４

４ページ上段にかけまして、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業完了による精査に伴う

減です。

次に、４４ページ。こちらも４４ページ中段から４７ページ上段まで精査による減で、

目１４電子計算管理費１２７万３,０００円の減、目１５地域情報化推進事業費１万２,０

００円の減、４５ページに行きまして、目１６諸費２０万２,０００円の減。
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項２、目１税務総務費１万円の減。

目２賦課徴収費７２万３,０００円の減。

続いて４６ページ、項３、目１戸籍住民基本台帳費３２万円の減は、いずれも精査によ

る減です。

４７ページ、項４、目３衆議院議員選挙費３０８万円の減は、選挙経費の確定によるも

のです。

次に４８ページ。項５、目１統計調査総務費８,０００円の減、目２指定統計費２４万

１,０００円の減。

４９ページ、項６、目１監査委員費４７万７,０００円の減は、いずれも支出精査によ

るものです。

５０ページをお開きください。

款３民生費、項１、目１社会福祉総務費８,４１７万７,０００円の増は、５１ページ中

段、国民健康保険特別会計繰出金の増額のほかは、支出見込額精査による減です。

目２老人福祉費８９６万１,０００円の減は、５４ページ中段までで、主な減は５３

ページの下段、老人福祉施設保護措置費の減、介護サービス事業特別会計繰出金の減が主

なものです。

続いて５４ページ中段、目４国民年金事務費６万４,０００円の減、目５障がい者福祉

費１,７７７万３,０００円の減は、知的障がい者更正施設にかかる社会福祉法人運営費補

助金の減と、５５ページ中段、地域生活支援事業扶助費の減、重度心身障がい者医療扶助

費の減などが主なものです。

５６ページに進みまして、目６居宅介護支援事業費８万円の減、目７地域包括支援セン

ター費２５万円の減、目８後期高齢者医療費５３８万円の減は、後期高齢者医療特別会計

繰出金の減と、後期高齢者医療広域連合関係経費の健診等委託料の減が主なものです。

項２、目１児童福祉総務費４５万７,０００円の減、目２児童措置費２３５万円の減

は、５８ページに行きまして児童手当費の減が主なものでございます。

目４保育園費４万９,０００円の減、目５へき地保育園費８６５万２,０００円の減は、

上春別へき地保育園改築事業費の確定による減が主なものです。

５９ページ、目６児童館費１８万１,０００円の減。

続いて６０ページ、目７母子父子福祉費１１０万円の減は、ひとり親医療扶助費の減で

す。

次に、６１ページ、款４衛生費、項１、目１保健衛生総務費３５万７,０００円の減、

目２予防費５０２万６,０００円の減は、子宮頸がん等ワクチン接種と予防接種事業費の

検診委託料減が主なものです。

次に、６２ページ。目３環境衛生費１９１万９,０００円の減は、６５ページ上段まで

で、事業費の確定及び精査によるものです。

６５ページをお開きください。

目４健康管理費５９７万５,０００円の減は、健康推進事業の検診委託料減が主なもの

です。

続いて、６６ページ。下段、目５エキノコックス症対策費２９万６,０００円の減。

６７ページに行きまして、目６乳幼児医療費３３８万３,０００円の減は、乳幼児医療

扶助費の減が主なものです。

目７保健センター費７,０００円の減、目８母子センター費１１１万８,０００円の減
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は、妊婦健康診査健診委託料減が主なものです。

続いて６８ページ、目９病院費５,０１４万円の増は、病院企業会計繰り出し経費とし

まして負担金、補助金、出資金の増です。

目１０生活排水施設費９０２万６,０００円の減は、合併処理浄化槽設置補助金の減で

す。

項２、目１清掃総務費４２万円の減、目２じん芥処理費７３４万５,０００円の減は、

６９ページに行きまして収集委託料の減と根室北部廃棄物処理広域連合負担金の減が主な

ものです。

目３じん芥処理場費５７１万１,０００円の減は、ごみ処理場破砕施設補修工事請負費

の減と、浸出水処理施設補修工事請負費の減が主なものです。

続いて７０ページ、目５し尿処理場費７８万３,０００円の減は、事業費確定による減

とし尿処理場光熱費の増です。

次に、７１ページ。

款５労働費、項１、目１労働諸費１６万３,０００円の減は支出確定による減。

続いて７２ページ、款６農林水産業費、項１、目１農業委員会費４５万円の減、目２農

業総務費２４万７,０００円の減は、いずれも精査による減です。

７３ページ、目３農業振興費１,３３６万３,０００円の減は、新規就農総合支援事業補

助金の減が主なものです。

続いて７４ページ、目４畜産業費１,１８７万７,０００円の減は、農業者利子補給事業

の減や防衛施設周辺整備事業補助金の減が主なものです。

次に７５ページ、目５育成牧場費４７１万円の増は、育成牧場の運営につきましては今

年度から無償による指定管理を行っていますが、畜牛預託料の消費税内税による収入の減

及び機械類の修繕費用が増加し、本年度においては支出超過となる見込みから、指定管理

施設管理費を増するものです。

目６農地費、７７ページ中段までで４,２２２万３,０００円の増は、基盤整備促進事業

が繰り越し事業となるため、増額のほかは事業費精査による減です。

続いて、７７ページをお開きください。

目７農地交換整備事業費６５万円の減は、事業費の確定によるもの。

７８ページ、目８農道整備事業費４,７３４万９,０００円の増は、道営農道整備事業繰

り越しによる、道営農道整備事業負担金の増。

目９農地調整推進事業費４万２,０００円の減、目１０農業者年金事務費２６万６,００

０円の減、項２、目１広域農業推進費２,０１４万６,０００円の減は、７９ページ中段道

営草地整備事業担い手中核型負担金の減と畜産担い手育成総合整備事業再編整備型償還金

の減が主なものです。

続いて８０ページ、項３、目１林業総務費１４万６,０００円の減、目２林業振興費３

万円の減、目３公有林整備事業費１１万６,０００円の減、８１ページ、目４森林環境保

全整備事業費２９万６,０００円の減は、いずれも事業費確定及び精査による減です。

項４、目１水産業総務費６万３,０００円の減。

次に８２ページで、目２水産業振興費１,０８２万円の増は、中段、水産基盤整備事業

負担金につきまして繰り越し事業となるための増と、同じく繰り越し事業となる漁港改修

事業負担金の増でございます。そのほかは精査による減です。

８３ページ、目３漁港管理費１２万円の減、続いて８４ページにお進みください。
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款７商工費、項１、目１商工業振興費４４６万８,０００円の減は、地域貢献中小企業

支援事業補助金の減と経済交流推進事業の減が主なものです。

次に８５ページ、目２観光費３５６万４,０００円の減は、次のページ上段の交流セン

ター補修事業温泉深井戸ポンプ交換等の委託料の減と、一番下の段、交流センター負担金

の確定による減が主なものです。

次に、８８ページをお開きください。

款８土木費、項１、目１土木総務費８１万９,０００円の減。

次に、８９ページ、項２、目１道路橋りょう総務費３１万６,０００円の減。

続いて９０ページ、目２道路維持費１５５万４,０００円の減は、いずれも支出精査に

よる減です。

９１ページ、目３道路新設改良費は９２ページ下段までで１,１６２万１,０００円の減

は、社会資本整備道路交付金事業費の確定による減が主なものです。

続いて９２ページ、下段、目４防衛施設周辺道路整備事業費５０８万４,０００円の減

は９３ページ下段までで、事業費の精査による減額でございます。

９４ページをお開きください。

目５防衛施設周辺障がい防止受託事業費５６０万９,０００円の減で障がい防止工事請

負費の減、そのほか中段で繰り越し事業費の調査・設計委託料の増額がございます。

項３、目１下水道費４６７万円の減は、下水道事業特別会計へ繰出金の減です。

９５ページ、項４、目１住宅管理費２２４万１,０００円の減は、事業費確定と精査に

よるもの。

続いて９６ページ、目２公営住宅建設事業費５,９６４万円の増は、公営住宅の工事費

で繰り越し事業による増です。

項０、目０河川総務費５０万円の減で本目は廃目です。

続いて９８ページをお開きください。

款９消防費、項１、目１消防費１９万６,０００円の減。

目２災害対策費１７万８,０００円の減は、支出見込額精査によるものです。

次に９９ページ、款１０教育費、項１、目１教育委員会費４１万３,０００円の減、目

２事務局費１６万９,０００円の減、目３教育指導費１２８万７,０００円の減。

次に１００ページで、項２、目１学校管理費９万円の減、目２教育振興費４８万１,０

００円の減、目３通学対策費１７４万９,０００円の減は、いずれも支出精査による減で

す。

１０１ページ、目４学校建設費１,１１７万９,０００円の増は、中春別小学校に係る施

設・設備等工事請負費の増で、繰り越し事業となるものでございます。

項３、目１学校管理費２９万４,０００円の減。

続いて１０２ページ、目２教育振興費２７万７,０００円の減、目３通学対策費１２２

万７,０００円の減は、いずれも支出精査によるものです。

１０３ページ、目４学校建設費１億８,７９４万３,０００円の増は、中学校建物耐震改

修事業費の増で、中春別中学校校舎改築１期工事分が繰り越し事業となるものです。

項４、目１幼稚園管理費２０４万２,０００円の減は、事業費確定による減と、１０４

ページ、各幼稚園の燃料費の増でございます。

目２教育振興費１万５,０００円の増は、平成２３年度国庫就園奨励費補助金の精査に

より返還金が生じたものです。
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項５、目１社会教育総務費、１０６ページまでで５０万円の減。

１０６ページ、目２生涯教育推進費１０万１,０００円の減、目３生涯教育学習費８,０

００円の減。

１０７ページ、目４青少年教育費１０８ページ上段までで３５万４,０００円の減は、

いずれも支出額精査によるものです。

続いて１０８ページ、目５中央公民館費１００万円の減、目７西公民館費３８万４,０

００円の減、１０９ページ、目８図書館費３５５万３,０００円の減は、人夫賃減が主な

ものでございます。

続いて１１０ページ、目９郷土資料館費９８万１,０００円の減、１１１ページ、項

６、目１保健体育総務費２０８万２,０００円の減は、いずれも支出見込み額精査による

減です。

目２学校給食費２３０万６,０００円の減は、１１２ページ中段の給食援助費の減が主

なものです。

目３へき地学校保健管理費１６１万２,０００円の減、１１３ページ、目４総合スポー

ツセンター費１１７万円の減は、いずれも支出精査によるものです。

目５パイロットマラソン大会費２７０万円の減は、当該事業実施団体に北方領土隣接地

域振興特別補助金が交付されたため、町補助金の一部を減額したものです。

続いて１１４ページ、款１３給与費、項１、目１給与費１,６７４万５,０００円の減

は、給料及び職員手当の支出見込み額精査によるものです。

以上で、歳出の内容説明を終わります。

次に、給与費明細書です。１１５ページをお開きください。

補正予算給与費明細書で、１の特別職ですが、表の下段の比較の欄で御説明いたしま

す。

比較の計の欄で職員数は、その他の特別職で２５人の減。給与費のうち報酬で２６０万

５,０００円の減、給与費計で２６０万５,０００円の減、合計でも２６０万５,０００円

の減となるものです。

次に１１６ページ、２、一般職です。（１）は総括です。上段の表、比較の欄で御説明

します。

比較の職員数は２人減で、給与費の給料で９９０万円の減、職員手当で２６４万５,０

００円の減、給与費計で１,２５４万５,０００円の減、合計でも１,２５４万５,０００円

の減となるものです。

次の表の職員手当の内訳は、減額した手当の内容となります。

次に１１７ページ、（２）は給料及び職員手当の増減額の明細で、今回補正する給料と

職員手当の内容の説明となります。

（３）は１１９ページまでで、給料及び職員手当の状況となりますが、内容の説明は省

略させていただきます。

以上で、議案第１０号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） ここで、１０分間、休憩いたします。

午後 １時５６分 休憩

──────────────

午後 ２時０６分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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議案第１０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行います。

質疑に入ります。

５番西原議員。

○５番（西原 浩君） ２点ほどお聞きいたします。

１点目は、新規就農者の事業なのですけれども、７３ページの新規就農者事業２,４０

０万円、当初予定していたのですけれども、１,１２５万円ということで約半分というこ

とで、この内容について説明をお願いしたいのが１点目と、２点目が８４ページの経済交

流事業なのですけれども、これは一般質問でしているのですけれども、関連といいます

か、確認したい点が２５８万円予算計上していて１３万４,０００円執行していると、そ

この中身についてどのようなことを行ったのかをお聞きいたします。

２点お願いいたします。

○議長（渡 政 君） 農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 西原議員の御質問にお答えいたします。

農業振興費であります７３ページの新規就農総合支援事業でございますけれども、当

初、新規就農者の４戸、そして研修者でございます６組といいますか、１２名について国

の補助金をいただける、そういう事業は創設されておりました。

その後、要綱要領等の制定がございまして、その後において実際に支援青年就農総合給

付金について経営の開始型ということで、就農してから５年間に限り、そして所得が２５

０万円を超えない場合ということで、対象となる戸数について６戸、この方々については

年間の１５０万円ということで今回、計上しております。

その後に今年度の１０月以降に就農された方については、その１５０万円の２分の１と

いうことで３戸が該当しております。このことによりまして１,０７５万円を減額する内

容となっております。

説明については、以上、終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 商工観光課長。

○商工観光課長（大槻祐二君） 次に、経済交流推進事業の補正についての御説明をさせ

ていただきたいと思います。

補正後の残額が１３万４,０００円ということになってございまして、これについて何

に使ったのかということでございますが、御承知のとおり二度にわたる中国訪問を考えて

おりましたが、急な選挙等によりまして、諸事情によりましてやめたという経緯がござい

ます。

そのときに急にやめたものですから、キャンセル料が実は発生してございます。その

キャンセル料について、キャンセル料をこの経費の中から支払ったために残額が１３万

４,０００円、キャンセル料としましては１３万３,２４０円発生しております。それに伴

いまして予算残額、補正後の額が残っているという形になってございます。

以上です。

○議長（渡 政 君） 西原議員。

○５番（西原 浩君） 二つ目のほうなのですけれども、キャンセル料は国内の料金なの

か、国際の料金なのか、どっちのほうでしょうか。

○議長（渡 政 君） 商工観光課長。

○商工観光課長（大槻祐二君） お答えいたいします。

国内のものが主なものです。
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以上です。

○議長（渡 政 君） ほかに御質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、これで質疑を終わります。

これから討論に入ります。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） これから採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第８ 議案第１１号

○議長（渡 政 君） 日程第８ 議案第１１号平成２４年度別海町国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 議案第１１号の内容説明をいたします。

初めに、本補正の概要について申し上げます。

今回の補正につきましては、歳出の保険給付費推計による増額と関係機関からの交付

金、納付金、拠出金などの年度内決定通知をもとに歳入歳出予算それぞれ推計精査を行

い、予算計上を行ったものでございます。

保険給付については、今年度の１１月診療分までは実績値で残り３カ月分については、

前年度の給付実績等を加味して最終予算としての推計を行ったものでございます。

その結果、歳入歳出予算の収支では１億６１１万３,０００円の財源不足の数字となり

ましたので、予算上は一般会計繰入金で対応しているところでございます。

それでは、別冊別海町国民健康保険特別会計補正予算書１ページをお開き願います。

平成２４年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。

平成２４年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８,８２０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２４億９,９４０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正。

まず歳入です。

１款国民健康保険税、１項で８２万４,０００円の減。

２款国庫支出金、１項と２項で２,７７５万８,０００円の増。

３款療養給付等交付金、１項で７３万４,０００円の減。
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５款道支出金、１項と２項で２,１９７万８,０００円の減。

６款共同事業交付金、１項で４,９９７万６,０００円の増。

７款繰入金、１項で８,７２２万５,０００円の増。

８款繰越金、１項で３３８万２,０００円の増。

９款諸収入、３項で５,６６０万５,０００円の減。

歳入合計で８,８２０万円を増額し、２４億９,９４０万円とするものでございます。

次に、３ページの歳出です。

１款総務費、１項から４項合わせて１９８万６,０００円の減。

２款保険給付費、１項と２項で７,３９０万円の増。

７款共同事業拠出金、１項で５８０万１,０００円の減。

８款保健事業費、１項と２項で６０９万４,０００円の減。

９款諸支出金、１項で２,８１８万１,０００円の増。

歳出合計で８,８２０万円を増額し、２４億９,９４０万円とするものでございます。

次の事項別明細書、１の総括については省略させていただきまして、７ページの歳入か

ら説明いたします。７ページをお開き願います。

２の歳入です。

１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税９８万９,０００円の減。

２目退職被保険者等国民健康保険税１６万５,０００円の増。これはいずれも、本年度

の収納状況から試算を行いそれぞれ増減するものでございます。

８ページです。

２款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金２,３４０万４,０００円の増。これは、

療養給付費等負担金の確定見込みにより増額するものでございます。

２目高額医療費共同事業負担金１７５万２,０００円の減。これは歳出の高額医療費町

道事業費拠出金の決定により試算を行い、減額するものでございます。

３目特定健康診査等負担金１４１万８,０００円の増。これは負担金の年度内決定によ

り増額するものでございます。

２項１目財政調整交付金４６５万８,０００円の増。これは同じく交付金の年度内決定

により増額するものです。

２目出産育児一時金補助金３万円の増。これも年度内決定による増額でございます。

３款療養給付費等交付金、１項１目療養給付費等交付金７３万４,０００円の減、これ

は本年度の１期から９期までに交付された実績から、残りの３期分を試算して減額するも

のでございます。

９ページです。

５款道支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金１７５万２,０００円の減。これは

支出の高額医療費共同事業の拠出金の決定により試算を行い減額するものでございます。

２目特定健康診査等負担金１４１万８,０００円の増。これは負担金の年度内決定によ

るものでございます。

２項１目財政調整交付金２,１６４万４,０００円の減。これは、共同事業の拠出金を交

付金の差が拠出金の３％を超えた場合に交付対象となりますけれども、財政調整交付金が

本年度は交付金と拠出金の決定によりまして３％を超えないため、計上していた２,１６

４万４,０００円を減額するものでございます。

次に６款共同事業交付金、１項１目高額医療費共同事業交付金１,４３１万３,０００円
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の増。

２目保険財政共同安定化事業交付金３,５６６万３,０００円の増。いずれも交付金の年

度内決定による増額でございます。

次に、１０ページをお開き願います。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金８,７２２万５,０００円の増。これは各種繰入金

の精査によるそれぞれの繰入金増減と冒頭に申し上げました本補正予算で見込まれる不足

財源の１億６１１万３,０００円を国保財政の健全化対策として、その他一般会計繰入金

の中に計上したものでございます。

次に、８款繰越金、１項１目その他繰越金３３８万２,０００円の増。これは前年度決

算の余剰金の繰越金でございます。

１１ページです。９款諸収入、３項１目一般被保険者第三者納付金５８６万２,０００

円の増。これは、第三者行為にかかる損害賠償金でございます。

３目一般被保険者返納金８,０００円の増。これは診療分返納金による増でございま

す。

５目雑入６万２,０００円の増。これは老人保健拠出金等の還付金による増でございま

す。

０目歳入欠かん補填収入６,２５３万７,０００円の減。これは今回の歳入歳出予算の補

正の精査において見込まれました不足財源を一般会計から繰り入れしたことにより減額す

るものでございます。

次に１３ページをお開き願います。

３の歳出です。

款項の金額は省略し、目の金額で申し上げます。

１款総務費、１項１目一般管理費８６万４,０００円の減。これはレセプト点検の業務

委託料などの執行残の精査により減額するものでございます。

２目連合会負担金１万２,０００円の減。これは執行残でございます。

２項１目賦課徴収費２４万８,０００円の減。これも執行残の精査によるものでござい

ます。

次は、１４ページをお開きください。

２目納税奨励費１９万９,０００円の減。額の決定による執行残でございます。

３項１目運営協議会費４４万５,０００円の減。これも執行残の精査による減でござい

ます。

４項１目趣旨普及費２１万８,０００円の減。これも執行残の精査による減でございま

す。

１５ページです。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費５,９００万円の

増。

２項１目一般被保険者高額療養費１,４９０万円の増。いずれも本年度の医療費推計に

よる増額でございます。

次に１６ページです。

７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費共同事業医療費拠出金７０１万２,０００円

の減。

２目保険財政共同安定化事業拠出金１２１万１,０００円の増。いずれも拠出金額の決

定による増減でございます。
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１７ページです。８款保健事業費、１項１目健康増進指導事業費８万５,０００円の

減。これは執行残の精査によるものでございます。

２項１目特定健康診査等事業費６００万９,０００円の減。これは健診等の委託料の執

行残の精査による減額でございます。

次に１８ページです。

９款諸支出金、１項３目償還金２,８１８万１,０００円の増。これは平成２３年度に概

算交付された療養給付費負担金等の決定によりまして、超過交付金を返還金として増額す

るものでございます。

次に、１９ページをお開き願います。

補正予算給与費明細書でございます。

１、特別職です。これは、国保の運営協議会委員でございます。下段の比較の欄で申し

上げます。

職員数は補正前と変更はございません。給与費の報酬で１９万４,０００円の減、共済

費はありませんので、合計でも１９万４,０００円の減額でございます。

以上で、議案第１１号の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第９ 議案第１２号

○議長（渡 政 君） 日程第９ 議案第１２号平成２４年度別海町下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

建設水道部次長。

○建設水道部次長（永野寛昭君） 議案第１２号平成２４年度別海町下水道事業特別会計

補正予算について説明をいたします。

補正第２号の１ページをごらんください。

平成２４年度別海町下水道事業特別会計補正予算（第２号）。

平成２４年度別海町下水道事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１,７７０万円を減額し、歳入歳出予算の
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総額を歳入歳出それぞれ５億１,２５０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。

第３条、地方債の補正。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

３ページをごらんください。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入です。

１款分担金及び負担金、１項で１２４万６,０００円の増。

２款使用料及び手数料、１項２項合わせて５３万５,０００円の減。

３款国庫支出金、１項で６６０万円の減。

４款繰入金、１項で４６９万２,０００円の減。

５款繰越金、１項で１８万１,０００円の増。

６款諸収入、１項で７０万円の減。

７款町債、１項で６６０万円の減。

歳入合計で１,７７０万円を減額し、５億１,２５０万円とするものであります。

４ページをごらんください。

歳出です。

１款総務費、補正額ゼロ円。目間での補正増減が同額であることから、補正額ゼロ円と

なっております。

２款下水道施設費、１項で１,４１０万９,０００円の減。

３款集落排水施設費、１項２項合わせて４３４万３,０００円の減。

５款給与費、１項で７５万２,０００円の増。

歳出合計で１,７７０万円を減額し、５億１,２５０万円とするものであります。

次に、５ページになります。

第２表、債務負担行為補正の廃止です。

平成２４年度水洗便所改造等資金融資による金融機関に対する損失補償と別海町水洗便

所改造資金融資条例に基づく金融機関に対する負担、平成２４年度融資分、この２項目に

ついて借り入れる方がいなかったことによる廃止です。

６ページをごらんください。

第３表、地方債補正の変更です。変更内容のみの説明といたします。起債の目的、特定

環境保全公共下水道事業、限度額１,９９０万円を６６０万円減額し、１,３３０万円とす

るものであります。

次の７ページ、歳入歳出予算補正事項別明細書の１、総括については説明を省略をいた

します。

９ページをごらんください。

２、歳入です。

１款１項１目下水道事業費分担金１２４万６,０００円の増。決算見込みによる増額で

す。

２款１項１目使用料５４万２,０００円の減。２項１目手数料７,０００円の増。いずれ

も決算見込みによる増減です。
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３款１項１目下水道施設費補助金６６０万円の減、補助事業費確定による減額です。

１０ページをごらんください。

４款１項１目繰入金４６９万２,０００円の減、精査による減額です。

５款１項１目繰越金１８万１,０００円の増。前年度繰越金確定による増額です。

０款０項０目貸付金収入７０万円の減。借入人がいなかったことによる増額でありま

す。科目廃款となります。

１１ページになります。

７款１項１目下水道施設債６６０万円の減、町債確定による減額です。

１３ページをごらんください。

３、歳出です。

１款１項１目一般管理費７０万円の増、精査及び執行残です。

０目水洗化普及費７０万円の減。借り入れる人がいなかったことによる減額です。科目

については廃目です。

１４ページをごらんください。

２款１項１目処理場費１８万１,０００円の減。

２目管渠維持費１５０万円の減。

３目施設整備費１,２４２万８,０００円の減。

１目から３目精査及び執行残です。

１５ページになります。

３款１項１目処理場費１６万８,０００円の増。精査による増額です。

３目施設整備費１５４万３,０００円の減。執行残です。

２項１目処理場費２８０万８,０００円の減。精査及び執行残です。

３目施設整備費１６万円の減。精査による減額です。

１６ページをごらんください。

５款１項１目給与費７５万２,０００円の増、精査による増額です。

１７ページをごらんください。

補正予算給与費明細書です。

１、一般職。（１）総括。下段の比較欄で説明をいたします。

職員数、１名の増。給与の増減はありません。

職員手当、２６万２,０００円の増。

共済費、４９万円の増。

合計で７５万２,０００円を増額し、上段補正の右側になります、２,７７６万３,００

０円とするものであります。

以下、１９ページまで説明を省略させていただきます。

以上で、議案第１２号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）
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○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１０ 議案第１３号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１０ 議案第１３号平成２４年度別海町介護サービ

ス事業特別会計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

老人保健施設すこやか事務長。

○老人保健施設すこやか事務長（岡田一芳君） それでは、議案第１３号の内容説明をい

たします。

別冊の平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算書の１ページをお開き願

います。

平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）。

平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１,９１０万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億９,４８０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入です。

１款介護サービス費、１項で１,３１９万４,０００円の減。

２款使用料及び手数料、１項、２項で４７８万１,０００円の減。

３款国庫支出金、１項で１１万円の減。

５款繰入金、１項で２２０万円の減。

７款諸収入、１項、２項で１１８万５,０００円の増。

歳入合計で、１,９１０万円を減額し、８億９,４８０万円とするものでございます。

続いて歳出です。

１款介護サービス事業費、１項で１,０８４万６,０００円の減。

３款給与費、１項で８２５万４,０００円の減。

歳出合計で、１,９１０万円を減額し、８億９,４８０万円とするものでございます。

次の、歳入歳出予算補正事項別明細書の１、総括につきましては説明を省略させていた

だきまして、５ページの歳入から御説明を申し上げます。５ページをごらんください。

款項の金額につきましては、説明を省略いたしまして目の金額で説明を申し上げます。

１款介護サービス費、１項１目施設介護サービス費１,５３４万２,０００円の減は、特

別養護老人ホームで利用者数の増加があったものの、介護報酬改定に伴い減額になったこ
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とと、老人保健施設の利用者の減少などによる補正となっております。

２目居宅介護サービス費２１４万８,０００円の増は、特別養護老人ホームの短期入所

者数は減少しましたが、老人保健施設の短期入所者数の増とデイサービスの介護報酬改定

に伴う区分変更などによる増、訪問看護利用者の増によるものとなっております。

次に６ページをお開きください。

２款使用料及び手数料、１項１目施設介護サービス使用料３６６万８,０００円の減

は、特別養護老人ホームの利用者の増と老人保健施設の入所者数の減によるものです。

２目居宅介護サービス使用料７万６,０００円の増は、特別養護老人ホームの短期入所

者の減と老人保健施設の短期入所者の増による補正となっております。

３目介護施設使用料１万３,０００円は、別海病院の院内保育所建設に伴いまして、建

設当時の現場事務所や資材置き場としてデイサービスセンターの用地を使用したことによ

ります行政財産使用料であります。

２項１目居宅サービス手数料１２０万２,０００円の減は、訪問看護のうち介護保険利

用者数はふえたものの、医療保険利用者の減が主なものとなっております。

次に７ページです。

３款国庫支出金、１項１目介護サービス事業費補助金１１万円の減は、特定防衛施設周

辺整備調整交付金事業の完了による補助金の減額となっております。

５款繰入金、１項１目繰入金２２０万円の減は、歳出予算に対する歳入予算超過分を減

額補正するものであります。

次に、８ページをお開きください。

７款諸収入、１項１目介護サービス事業受託収入１０９万８,０００円の増は、閉じこ

もり予防支援事業によるデイサービスセンターの利用者の増によるものです。

２項１目雑入８万７,０００円の増は、訪問看護ステーション公用車の損害共済金と札

幌医大医療実習受け入れ時の謝金であります。

次に、歳出であります。９ページをお開きください。

１款介護サービス事業費、１項１目老人保健施設費６１６万４,０００円の減は、入所

者等の利用者が減少によるもののほか、老人保健施設設備事業費の確定及び執行残、また

施設運営管理経費の支出見込みの精査などによる補正となっております。

次に１０ページ、下段です。

２目特別養護老人ホーム費３６０万１,０００円の減は、臨時職員の減及び施設運営管

理経費の執行残、支出見込みの精査などによる減額補正です。

次に１１ページ下段になります。

３目デイサービスセンター費７２万６,０００円の減は、施設運営管理経費の執行残や

支出見込みの精査ということになっております。

１３ページ下段です。

４目訪問看護費３５万５,０００円の減は、自動車導入事業リース料の執行残です。

１４ページをお開きください。

３款給与費、１項１目給与費８２５万４,０００円の減は、支出見込みの精査による減

額補正です。

次に１７ページをお開きください。

補正予算給与費明細書でございます。

１、一般職。
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（１）総括。表の下段の比較の欄で御説明を申し上げます。

職員数は１名減で、訪問看護ステーションの看護師の減であります。

給与費の給料で４２１万８,０００円の減、職員手当等で２５７万６,０００円の減。

共済費で７８万円の減。

合計で７５７万４,０００円の減額となっております。

次の、職員手当の内訳以降につきましては、説明を省略させていただきます。

以上で、議案第１３号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１１ 議案第１４号

○議長（渡 政 君） 日程第１１ 議案第１４号平成２４年度別海町介護保険特別会計

補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

福祉課参事。

○福祉課参事（清水純夫君） 議案第１４号の内容説明をいたします。

別冊の平成２４年度別海町介護保険特別会計補正予算書、１ページをお開きください。

平成２４年度別海町介護保険特別会計補正予算（第２号）。

平成２４年度別海町介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７,３７０万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億６,０６０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次に、３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

まず歳入です。

３款国庫支出金、１項で２,０５１万７,０００円の減。

４款支払基金交付金、１項で３,００５万８,０００円の減。

５款道支出金、１項で２,３１６万７,０００円の減。
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９款諸収入、２項で４万２,０００円の増。

歳入合計で、７,３７０万円を減額し、８億６,０６０万円とするものです。

次に、４ページをお開きください。

歳出です。

２款保険給付費、１項で７,３７０万円の減。

歳出合計で、７,３７０万円を減額し、８億６,０６０万円とするものです。

次の事項別明細書の１、総括については、説明を省略いたしまして、７ページの歳入か

ら説明をいたします。

７ページをお開きください。

款項の金額につきましては省略いたしまして、目の金額で説明をいたします。

３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金２,０５１万７,０００円の減。介護給付費

の減によるものです。

４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金３,００５万８,０００円の減。同じく

介護給付費の減によるものです。

８ページをお開きください。

５款道支出金、１項１目介護給付費負担金２,３１６万７,０００円の減。介護給付費の

減によるものです。

９款諸収入、２項１目雑入４万２,０００円の増。社会保険料の増によるものです。

次に、９ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１項１目一般管理費５万円の減。執行残の精査によるものです。

３項、２目認定調査費５万円の増。社会保険料の増額と執行残の精査による減額です。

１０ページをお開きください。

２款保険給付費、１項１目介護サービス費８,１７０万円の減。１１月分までの介護

サービス給付費の実績によりまして、今後の支出見込みを推計し、減額をするものです。

２目予防サービス費８００万円の増。同じく１１月分までの実績によりまして、今後の

支出見込みを推計いたしましての増額となります。

以上で、議案第１４号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────
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◎日程第１２ 議案第１５号

○議長（渡 政 君） 日程第１２ 議案第１５号平成２４年度別海町後期高齢者医療特

別会計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 議案第１５号の内容説明をいたします。

別冊の別海町後期高齢者医療特別会計補正予算書、１ページをお開き願います。

平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２８０万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億３,８９０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

３ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正。

歳入です。

１款後期高齢者医療保険料、１項で１１２万１,０００円の減。

２款広域連合支出金、１項で１２万７,０００円の増。

３款繰入金、１項で１８０万６,０００円の減。

歳入合計で２８０万円を減額し、１億３,８９０万円とするものでございます。

歳出です。

１款総務費、１項と２項で７７万１,０００円の減。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項で２０２万９,０００円の減。

歳出合計で２８０万円を減額し、１億３,８９０万円とするものでございます。

次の、事項別明細書、１の総括は省略させていただきまして、７ページの歳入から説明

いたします。７ページをお開き願います。

款項の金額につきましては省略し、目の金額で申し上げます。

２の歳入です。

１款後期高齢者医療保険料、１項２目普通徴収保険料１１２万１,０００円の減。これ

は、後期高齢者医療保険料につきましては、本年１月末現在の調定額をもとに減額するも

のでございます。

２款広域連合支出金、１項１目高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金１２万７,００

０円の増。これにつきましては、市町村が実施する制度周知等の広報事業に対する交付金

で、市町村の経費的負担を軽減し、後期高齢者医療制度の円滑な運営に資することを目的

に特例交付金として交付されるものでございます。

次に８ページです。

３款繰入金、１項１目一般会計繰入金１８０万６,０００円の減。これは、広域連合事

務費負担金の確定に伴う繰入金６３万６,０００円の減と、町の事務費執行残の精査によ

る繰入金１５４万円の減。それから保険基盤安定繰入金、３７万円の増、これは保険料軽

減の道負担分４分の３と町負担分４分の１の額の確定による増額でございます。
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次に、９ページの歳出に入ります。

３の歳出です。

１款総務費、１項１目一般管理費４４万円の減。これは旅費、需要費、役務費の執行残

の精査による減額でございまして、先ほど歳入で申しました広報事業にかかる経費が臨時

特例交付金の対象となりましたので、広報紙掲載に応じた経費を一般会計繰出金として増

額するものでございます。

次に、２項１目徴収費３３万１,０００円の減。これは執行残の精査によるものでござ

います。

１０ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、２項１目後期高齢者医療広域連合納付金２０２万

９,０００円の減。これは、広域連合に納付するそれぞれの負担金の増減でございます

が、事務費負担金、保険基盤安定負担金につきましては確定によるもので、保険料負担金

については見込みによる減額でございます。

以上で、議案第１５号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

ここで、１０分間休憩いたします。

午後 ３時０３分 休憩

──────────────

午後 ３時１４分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第１６号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１３ 議案第１６号平成２４年度町立別海病院事業

会計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

病院事務課長。

○病院事務課長（佐藤一彦君） 議案第１６号町立別海病院事業会計補正予算について御

説明いたします。

別冊補正予算書１ページをお開き願います。

平成２４年度町立別海病院事業会計補正予算（第１号）。
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今回の補正は、ことし１月までの実績により今年度の医業収益の減少、それに伴い一般

会計からの繰入金の増額、医薬材料費、光熱水費など医業費用の減額と医療機械器具の購

入を精査しての資本的収入・支出の減額補正を行うものであります。

第１条、総則。

平成２４年度町立別海病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

第２条、業務の予定量。

予算第２条の業務の予定量を次のとおりに改める。

１、病床数。

（１）一般病床。１５床減で８３床。新病院の開設に伴う病床数の変更です。

２、年間患者数。

（２）外来。７,７８７人増で、６万８,９８０人。

３、１日平均患者数。

（２）外来。３０人増で２８３人。

４、主要な建設改良事業。

（１）町立別海病院整備事業、３８万４,０００円減で、１億６,８２１万６,０００

円。

（２）医療機械器具購入事業。４,４７５万９,０００円減で、２億４,２１２万円。

第３条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

１款１項医業収益、７,５９９万４,０００円減で、１０億７８９万１,０００円。

２項医業外収益、３,２８５万５,０００円増で、８億３,４７７万８,０００円。

１款病院事業収益合計で１９億１,５６６万６,０００円。

次に支出。

１款１項医業費用、２,４４１万円減で、２３億２１８万９,０００円。

２項医業外費用、２１６万３,０００円減で、５,１５２万７,０００円。

１款病院事業費用合計で２４億７,７８７万８,０００円。

続きまして、２ページをお開き願います。

第４条、資本的収入及び支出、予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額、４,６４３万５,０００円は過年度分

損益勘定留保資金４,６４３万５,０００円で補填するものとする。

１款１項企業債、７,８８０万円減で、２億４,７９０万円。

２項出資金、１,７３５万４,０００円増で、２億１,２０６万２,０００円。

３項補助金、１８０万円減で、１億２,１５１万３,０００円。

１款資本的収入合計で５億８,１４７万５,０００円。

続いて支出。

１款１項建設改良費、４,４９８万４,０００円減で、４億１,０４９万５,０００円。

３項補助金返還金、４５万２,０００円減で、３,１５４万８,０００円。

１款資本的支出合計で６億２,７９１万円。

第５条企業債。

予算第５条の起債の限度額を次のとおり改める。
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起債の目的。

町立別海病院整備事業、１億６,５９０万円を１８０万円減して、１億６,４１０万円と

する。

医療機械器具購入費事業、１億６,０８０万円を７,７００万円減して、８,３８０万円

とし、合計で２億４,７９０万円とするものです。

なお、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じです。

続きまして３ページです。

第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

予算第７条に掲げる経費を次のとおりに改める。

（１）職員給与費。

１,３４０万７,０００円増で、１１億６,７１９万８,０００円。

第７条、他会計からの補助金、予算第８条に掲げる金額を次のとおりに改める。

繰り出し基準に基づく経費の１から６について精査して、次のとおりに改めています。

第８条、棚卸し資産の購入限度額。予算第９条中、２億２,１９９万円を１億８,８４５

万２,０００円に改める。材料費の減額に伴うものです。

続きまして、補正予算に関する説明書です。

最初に、１１ページをお開き願います。

補正予算実施計画説明書。

収益的収入及び支出。先ほど款、項で説明いたしましたので、目で説明いたします。

１款１項１目入院収益６,６４３万円減で、４億４,１２８万５,０００円。入院患者１

日当たりの単価の減少によるものです。

２目外来収益５３２万５,０００円減で、３億８,６２２万６,０００円。尾岱沼診療所

の収益減が見込まれるものです。

３目その他医業収益４２３万９,０００円減で、１億８,０３８万円。妊婦健診など公衆

衛生活動収益の減によるものです。

２項医業外収益、１目受取利息配当金９万円減で、１万円。

２目他会計補助金４０２万３,０００円増で、７,８２８万６,０００円。医師派遣に要

する経費等の増です。

３目補助金１５万９,０００円増で、７０万６,０００円。院内保育園運営補助金の増で

す。

４目負担金交付金２,８７６万３,０００円増で、７億４,２０８万２,０００円。医療職

員確保に要する経費の増分です。

続きまして１２ページをお開き願います。

１款１項１目給与費、１,３４０万７,０００円増で、１１億７,０７８万６,０００円。

主に出張医師にかかる報酬の増です。

２目材料費３,３５３万８,０００円減で、１億９,３００万６,０００円。薬品、診療材

料費それぞれ減額したものです。

３目経費２,０９５万１,０００円減で、３億６,１４３万４,０００円。光熱水費など、

今後、支出予定を精査したものです。

４目減価償却費１,４５４万４,０００円増で、１億７１２万７,０００円。

５目資産減耗費３,３０２万１,０００円増で、４億６,４３５万２,０００円。

６目研究研修費８９万３,０００円減で、５４８万４,０００円。
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２項医業外費用、１目支払い利息及び企業債取り扱い諸費６８万３,０００円減で、４,

２０５万４,０００円。

２目雑損失１４８万円減で、５６０万８,０００円。

続きまして１３ページ、資本的収入及び支出。

収入。

１款１項１目企業債７,８８０万円減で、２億４,７９０万円。医療機器購入費執行残、

それと一部医療機器購入を取りやめたことによるものです。

２項１目他会計出資金１,７３５万４,０００円増で、２億１,２０６万２,０００円。

３項１目補助金１８０万円減で、１億２,１５１万３,０００円。地域医療機関連携強化

事業補助金の１８０万円です。

続きまして、支出。

１款１項２目構築物建設事業費３８万３,０００円減で、１億６,６２１万７,０００

円。外構工事等の執行残です。

３目資産購入費４,４６０万１,０００円減で、２億４,４２７万８,０００円。情報機器

システム設計委託料及び医療機器機械購入の執行残です。

３項補助金返還金、１目補助金返還金４５万２,０００円減で、３,１５４万８,０００

円。旧病院の解体に伴う補助金の返還の確定によるものです。

続きまして７ページをお開き願います。

事業会計資金計画です。補正予定額及び合計で申し上げます。

受け入れ資金６,６２３万３,０００円減で、３３億７,７３５万９,０００円。

支払い資金２,６８１万２,０００円減で、３２億５,００６万２,０００円。

差し引き３,９４２万１,０００円減で、１億２,７２９万７,０００円となっています。

この１億２,７２９万７,０００円が１０ページに載せております、１０ページの予定貸借

対象表の２の流動資産、現金預金の１億２,７２９万７,０００円となります。

なお、給与費明細書、事業予定損益計算書及び事業予定貸借対照表につきましては、説

明を省略させていただきます。

以上で、町立別海病院事業会計補正予算の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第１７号



─ 52 ─

○議長（渡 政 君） 日程第１４ 議案第１７号平成２４年度別海町水道事業会計補正

予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

建設水道部次長。

○建設水道部次長（永野寛昭君） 議案第１７号平成２４年度別海町水道事業会計補正予

算について説明をいたします。

補正第３号の１ページをごらんください。

平成２４年度別海町水道事業会計補正予算（第３号）。

第１条、総則。

平成２４年度別海町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入です。

第１款水道事業収益は、第１項営業収益で７４９万３,０００円の増。

第２項営業外収益で２５６万３,０００円を増額し７億９１１万８,０００円とするもの

であります。

支出です。

第１款水道事業費用は、第１項営業費用で１,４５５万８,０００円の減、第２項営業外

費用で１８３万１,０００円を増額し、４億９,１１６万８,０００円とするものでありま

す。

第３条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出に対して不足する額、３億１,７０１万２,０００円は、減債

積立金１億３,０７６万６,０００円、当年度分、消費税及び地方消費税、資本的収支調整

額８２７万３,０００円、過年度分損益勘定留保資金、１億７,７９７万３,０００円で補

填するものとする。

収入です。

第１款資本的収入は、第１項工事負担金で６８５万６,０００円を減額し、２７８万４,

０００円とするものであります。

次、支出です。

第１款資本的支出は第１項建設改良費で１,４５０万３,０００円を減額し、３億１,９

７９万６,０００円とするものであります。

次に、２ページになります。

第４条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

１号、職員給与費を５６万８,０００円増額して、６,３２６万５,０００円。

２号、交際費を５万円減額してゼロ円に改めるものであります。

第５条、棚卸し資産購入限度額。

棚卸し資産の購入限度額、１,５６５万７,０００円を１,２２０万円に改める。

第６条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のための項間の流
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用ができるものとする。

次の３ページ、４ページの平成２４年度別海町水道事業会計補正予算実施計画は省略さ

せていただきます。

次に、１１ページをごらんください。

平成２４年度別海町水道事業会計補正予算実施計画説明書です。

さきに款項について説明いたしましたので、目で説明をいたします。

収益的収入及び支出の収入です。

１款１項１目給水収益７５６万８,０００円の増。決算見込みによる増額であります。

２目受託工事収益５７万２,０００円の減。移設工事確定による減額であります。

３目その他の営業収益４９万７,０００円の増。決算見込みによる増額であります。

２項１目受け取り利息及び配当金４６万７,０００円の増。

２目負担金１２４万３,０００円の増、３目雑収益８５万３,０００円の増。いずれも決

算見込みによる増額であります。

１２ページをごらんください。

支出です。

１款１項１目原水及び浄水費１６２万７,０００円の減。精査及び執行残による減額で

あります。

２目配水及び給水費４４０万８,０００円の減。精査及び執行残による減額でありま

す。

３目受託工事費５０５万円の減。移設工事確定及び執行残による減額であります。

次、１３ページになります。

４目総係費１２９万３,０００円の減。精査及び執行残による減額であります。

５目減価償却費４１４万９,０００円の減。精査による減額であります。

６目資産減耗費１９６万９,０００円の増。精査による増額であります。

２項３目消費税及び地方消費税１８３万１,０００円の増。精査による増額でありま

す。

１４ページをごらんください。

資本的収入及び支出の収入です。

１款１項１目工事負担金６８５万６,０００円の減。移設工事確定による減額でありま

す。

支出です。

１款１項１目事務費５万９,０００円の増。精査による増額であります。

２目施設費９１９万４,０００円の減。３目量水器設置費２３３万１,０００円の減。４

目固定資産購入費３０３万７,０００円の減。いずれも執行残による減額であります。

戻りまして５ページをごらんください。

平成２４年度別海町水道事業会計資金計画です。

区分の受け入れ資金、既決予定額、３４億８,６４８万７,０００円を３１４万８,００

０円増額し、３４億８,９６３万５,０００円とするものであります。

項目については省略いたします。

中段になります。

支払い資金、既決予定額、６億７,３６０万５,０００円を１,７７５万７,０００円減額

し、６億５,５８４万８,０００円とするものであります。
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同じく項目については省略いたします。

差し引きで、既決予定額２８億１,２８８万２,０００円を２,０９０万５,０００円を増

額し、２８億３,３７８万７,０００円とするものであります。

この金額が年度末の現金預金の予定額であります。

６ページをごらんください。

補正予算給与費明細書です。

１、総括。

下段の比較、合計欄で説明をいたします。

職員数の増減はありません。

給料で、３万６,０００円の増、手当で７万８,０００円の増、法定福利費で４５万４,

０００円を増額し、上段補正後の合計額を６,３２６万５,０００円とするものでありま

す。

以下、８ページまで説明を省略させていただきます。

次に、９ページをごらんください。

平成２４年度別海町水道事業予定損益計算書です。

最下段をごらんください。

当年度純利益の見込み額です。２億９６７万７,０００円となる予定でございます。

次の１０ページ、平成２４年度水道事業予定貸借対照表については、省略をさせていた

だきます。

以上で、議案第１７号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第４３号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１５ 議案第４３号辺地に係る公共的施設の総合整

備計画の変更についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（河嶋田鶴枝君） 議案第４３号の内容を御説明いたします。

議案の２５７ページをお開きください。

議案第４３号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。
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本件につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条第１項において、辺地の公共的な施設を整備しようとするときは、あら

かじめ都道府県知事との協議の上、議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的

な整備に関する財政上の計画を定め、これを総務大臣に提出しなければならないと規定さ

れており、同条第９項の規定により総合整備計画を変更する場合についても同様とされて

いることから、計画内容の変更について議会の議決を求めるものであります。

なお、北海道知事との協議については、事前に終了していることを申し添えます。

今回、変更するのは美原、中春別及び本別海の三つの辺地です。２５８ページから順

次、御説明いたします。

まず、美原辺地総合整備計画です。

美原辺地の総合整備計画は、平成２４年度から平成２８年度までの５年間で、今回は第

１次の変更です。

変更の内容は、産業農林道施設美原東地区農道整備事業外１事業のうち、三原東地区農

道整備事業費の増額により、事業費５,１１８万円を追加するもので、変更後の産業農林

道施設の事業費を２億２,２５８万円、財源内訳は特定財源を１億７,２４９万９,０００

円、一般財源を５,００８万１,０００円とし、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を

１,１４０万円追加して、４,９８０万円とするものです。

変更後の事業費合計は、２億２,２５８万円となります。

次に、２５９ページをお開きください。

中春別辺地総合整備計画です。

中春別辺地の総合整備計画は、平成２１年度から平成２５年度までの５年間で、今回は

第４次の変更です。

変更の内容は、平成２５年度予定の中春別福祉館改築事業にかかる起債を、辺地対策事

業債に求めるため、整備計画施設名に集会施設を追加し、地域集会施設改築事業の事業費

を１億１,０００万円追加するものです。

財源内訳は、特定財源を７,４００万円、一般財源を３,６００万円とし、一般財源のう

ち辺地対策事業債の予定額を３,５００万円とするものです。

変更後の全施設の事業費合計は９億９,２４４万６,０００円となります。

続いて２６０ページ、本別海辺地総合整備計画です。

本別海辺地の総合整備計画は、平成２０年度から平成２４年度までの５年間で、今回は

第１次の変更です。

変更の内容は、今年度事業の桜ヶ丘地区農道整備事業にかかる起債を辺地対策債に求め

るため、整備計画施設名に産業農林道を追加し、桜ヶ丘地区農道整備事業の事業費を３,

５６６万円追加するものです。

財源内訳は、特定財源を２,７６３万６,０００円、一般財源を８０２万４,０００円と

し、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を５６０万円とするものです。

変更後の全施設の事業費合計は、３億８,９６８万９,０００円となります。

以上で、議案第４３号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第４３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）



─ 56 ─

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１６ 選挙第１号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１６ 選挙第１号別海町選挙管理委員及び補充員の

選挙を行います。

本件は、現委員及び補充員が３月１８日で任期満了となることに伴い、地方自治法第１

８２条第１項及び第２項の規定に基づき、選挙するものであります。

ここでお諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法を

用いることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。

お諮りします。

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議長において指名することに決定いたしました。

それでは指名いたします。

選挙管理委員に、髙崎好藏さん、鎌田敦子さん、永野英俊さん、 島朋子さんを指名い

たします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしました方を選挙管理委員の当選人とすることに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました髙崎好藏さん、鎌田敦子さん、永野英俊さん、

島朋子さんが、選挙管理委員に当選されました。

次に、選挙管理委員の補充員には次の方を指名いたします。

第１位順位、松川進さん、第２順位、三原眞佐子さん、第３順位、阿部隆美さん、第４

順位、櫻井弘さん、以上の方を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしました方を選挙管理委員の補充員の当選人とすることに御異
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議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました第１位順位、松川進さん、第２位順位、三原眞

佐子さん、第３順位、阿部隆美さん、第４順位、櫻井弘さん、以上の方が順序のとおり選

挙管理委員の補充員に当選されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１７ 報告第３号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１７ 報告第３号専決処分の報告についてを議題と

いたします。

内容について、説明を求めます。

なお本件は、報告のみでありますことを申し添えます。

財政課長。

○財政課長（河嶋田鶴枝君） 報告第３号の内容を御説明いたします。

議案２６４ページをお開きください。

報告第３号専決処分の報告について。

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工

事請負契約に変更の必要性が生じ、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものです。

専決処分書を朗読します。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成２５年２月１２日、別海町長水沼猛。

工事請負契約の一部変更について。

平成２４年６月２２日、議案第５２号により議決を経て締結、平成２４年１０月２２日

専決処分した富岡西地区農道三代橋架けかえ工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額、１億１,０５１万２,５００円、うち消費税及び地方消費税額５２６万２,５

００円を１億１,０９７万４,５００円、うち消費税及び地方消費税額５２８万４,５００

円に改める。

変更の内容につきましては、構造物撤去など概数の確定などにより４６万２,０００円

増額となったものです。

以上で、報告第３号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） ここでお諮りします。

ただいま町長から、議案第４５号が提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第２ として議題にしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４５号を日程に追加し、追加日程第２ として議題とすることに決

定いたしました。

──────────────────────────────────

◎追加日程第２ 議案第４５号
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○議長（渡 政 君） それでは、追加日程第２ 議案第４５号……

それでは、今、資料を配りますので、暫時休憩します。

午後 ３時５５分 休憩

──────────────

午後 ３時５７分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

追加日程第２ 議案第４５号平成２４年度別海町一般会計補正予算を議題といたしま

す。

内容について、説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（河嶋田鶴枝君） それでは、議案第４５号の内容を御説明いたします。

追加提出しました補正の内容は、午前中、町長からも議案説明の中で御説明しました

が、３月１日からの暴風雪により除雪経費の残高が数百万円となり、今後、不足が生じる

見込みにより、さらなる増額が必要となったこと。また、国の補正前倒し対象事業の一部

に繰り越し事業費の増額及び国庫補助金の増額が今週に入り通知されたことから、除雪費

とあわせて補正を行うものです。

別冊の別海町一般会計補正予算書（補正第８号）の１ページをお開きください。

平成２４年度別海町一般会計補正予算（第８号）。

平成２４年度別海町一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４,２４０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１５７億３,８３０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、繰越明許費の補正。

地方自治法第２１３条１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経

費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

第３条、地方債の補正。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正。

歳入です。

１４款国庫支出金、２項で４,４００万円の増。

１８款繰入金、１項で４,２４０万円の増。

２１款町債、１項で４,４００万円の減。

歳入合計で４,２４０万円を追加し、補正後の予算額を１５７億３,８３０万円とするも

のです。

次に、歳出で６款農林水産業費、４項で２４０万円の増。

８款土木費、２項で４,０００万円の増。

歳出合計で４,２４０万円を追加し、補正後の予算額を１５７億３,８３０万円とするも

のです。

次に３ページ。第２表繰越明許費補正は、変更１件で６款農林水産業費、４項水産業
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費、水産物産地市場衛生管理高度化施設整備事業、尾岱沼漁港の整備は、道が事業主体と

なり整備事業を行っておりますが、国の補正前倒し事業の対象となり、繰り越しを行うも

のですが、今週になり道から事業費の増額が示されたことにより、補正前の金額４０３万

３,０００円に２４０万円を追加し、補正後の金額を６４３万３,０００円とするもので

す。

次に、第３表地方債補正は、変更２件で、いずれも国、補正前倒し対象により繰り越し

を行う事業の起債で、国の交付金を追加する旨の通知が今週になり示されたことから、中

春別中学校耐震改修事業の起債を４,３９０万円減額し、補正後の限度額を１億３７０万

円に、小学校校舎等改修事業として、中春別小学校の避難階段設置工事で１０万円減額

し、限度額を３６０万円とするものです。

合計で、補正前限度額１５億７,４５７万６,０００円から、４,４００万円を減額し、

補正後の限度額を１５億３,０５７万６,０００円とするものです。

次に、歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、１の総括は省略し、歳入から御説明いた

します。７ページをお開きください。

２、歳入。

款１４国庫支出金、項２、目５教育費国庫補助金４,４００万円の増は、小学校費と中

学校費の学校施設環境改善交付金の増です。

款１８繰入金、項１、目１財政調整基金繰入金４,２４０万円の増は、今回の補正に伴

う財源として財政調整基金から繰り入れするものです。

この繰り入れにより、財政調整基金の予算上の残高は２３億８,８００万円となりま

す。

次に、８ページ。

款２１町債、項１、目５教育債４,４００万円の減は、中学校債と小学校債、国庫補助

金の増額により校舎等整備事業債の減です。

以上で、歳入を終わり、続いて歳出です。

９ページをお開きください。

３、歳出です。

款６農林水産業費、項４、目２水産業振興費２４０万円の増は、漁港改修事業負担金で

繰り越し事業費の増額です。

款８土木費、項２、目２道路維持費４,０００万円の増は、今後の除雪費に不足が見込

まれるため、除雪業務委託料を増するものです。

今回の補正により、除雪業務委託料の予算は２億円となるものです。

以上で、議案第４５号一般会計補正予算の内容説明を終わります。

なお、別冊予算資料（補正第８号）につきましては、説明を省略させていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第４５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。
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これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎散会宣告

○議長（渡 政 君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これで散会します。

なお、明日は、午前１０時から本会議を行います。

どうも御苦労さまでございました。

散会 午後 ４時０６分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

平成 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


